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合 計

西 那 須 野 支 所 4件

17件

154件

生 活 環 境 部

複 数 部

5件

9件

12件

18件

選 挙 管 理 委 員 会

17件

2件

会　　　場

産 業 観 光 部

建 設 部

教 育 部

上 下 水 道 部

塩 原 支 所

企 画 部

総 務 部

19日

■意見や要望の件数　（計１５４件）

西那須野庁舎

合 計

塩原公民館（塩原庁舎）

稲村公民館

145人

26日

6日

6月

7月 21 ～ 27

28 ～ 38

午後2時～

午前10時～

午後2時～

午後2時～

厚崎公民館 45人

35人

36人

11件

26件

担 当 部 件数

保 健 福 祉 部

こ ど も 未 来 部 6件

22件

5件

　市政懇談会で頂いた意見要望および市の取り組み状況をお知らせ
します。

■開催日及び会場

月 日　　　時
参加
人数

29人

10日

懇談会内
容ページ

 2 ～ 10

11 ～ 20
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平成３０年度市政懇談会意見要望回答(全３０件）

Ｂ：実現に努力しているもの
Ｄ：実現が極めて困難なもの
Ｆ：現状等の説明を求められたもの

No 地区 項目 意見要望 回　答 分類

■企画部

1 豊浦町
自治会加
入率の低
下

自治会未加入者の増加で皆さん大変苦慮
しているという話を聞くが、市職員や公務員の
加入率はどうなのか知りたい。自治会でも未
加入者・脱退者を防ぐために努力している
が、職員が未加入の場合はどうしているの
か。

　平成２８年度に実施した職員を対象としたアンケートで
は、自治会への加入率は、回答者の８０．５％という結
果でした。
　市では、自治会への加入など職員の地域活動への積
極的な参加について通知を行っているほか、協働のま
ちづくりについての研修を実施し、地域活動への積極的
な参加を呼び掛けています。

Ｆ

当日 三本木 〃

【関係質問】
自治会に参加する人が減少し、行事を行う

にしても協力者が少なく大変苦慮している。
以前市議会で、「公務員は率先して地域や消
防団の活動をすれば、自治会も助かるので
は」といった話が出ていた。まさにその通りだ
と思う。是非とも公務員には地域活動に率先
して参加してもらいたい。
また、市職員の自治会加入率が８０．５％との
ことだが、このことについて市の所見を伺いた
い。

【市長】
　市職員の自治会加入率が８０．５％ということについて
は、決して高い数値とは考えておりません。１００％が理
想でしょうが、個人的な考えもあると思いますので、この
数値についてはこれからもアップしていきたいと考えて
います。また、地域に入っていける公務員ということです
が、今の市職員は地域に率先して入っていって協力して
いる状況と思っております。このことについては今後も
職員に対して話をしていき、地域と一体となったまちづく
りが大切ですので、これには努力をしてまいります。

Ｂ

当日 （不明）
広報誌に
ついて

今現在、本市の広報誌は月2回の発行だ
が、近隣市町では月1回です。月2回だと、制
作する担当者も配布する行政連絡員も大変
だと思う。また、広告欄についても他市町の
広報誌はカラーを採用しているところもあるが
本市は白黒のみ。綴じる向きやパンチ（穴あ
け）などを行うなど工夫してはどうか。

　広報誌の発行回数ですが、現在月2回発行しているの
は県内で本市のみとなっています。制作する側、お届け
いただく側共に大変な労力となっています。その一方
で、本市においては、市民協働のまちづくりを「まちづく
り」の一つの柱として展開しており、その中で、情報の発
信・共有というのは非常に大切なものであると考えてい
ます。そのバランスの問題であろうということで、内部で
も発行回数やページについて検討を行っています。数
年前の調査ではまだ月2回発行を望む声が多かったこと
に基づき、現在の月2回発行を続けていますが、状況が
同じという訳ではありませんので、定期的にアンケート
調査などを行い検討を加えていきます。またご意見いた
だいた広告や紙面の工夫、綴じ方やパンチなどについ
ては今後の検討に活用させていただきます。

Ｅ

■生活環境部

1 松浦町
信号機の
設置

通学路になっている市道Ｋ４７０号とＫ５１５
号の交差点に信号機を設置してもらいたい。
現在は町内自主パトロールメンバーとＰＴＡメ
ンバーが誘導をしているが、車を停車させる
のが難しい。手動式で良いので信号機を付け
てほしい。

　昨年度も要望をいただいており、市から那須塩原警察
署に要望しておりますが、現状では設置決定の回答は
いただいておりませんので、手動式（押しボタン式）の信
号機の設置について、引き続き那須塩原警察署に要望
を行います。

A

2 洞島
スピード規
制標識の
設置

　洞島地区内の道路（八郎橋から洞島地区の
集会所に向かう疏水に沿って南下する道路）
は、抜け道に使う車が多く、道幅が狭いのに
スピードを出す車が多くて危険。時速３０km以
下の標識を付けてほしい。

　時速３０kmに制限する交通規制の導入については、
那須塩原警察署が交通量や周辺の状況等の現地調査
を行い、県公安委員会が決定することになっておりま
す。そのため、那須塩原警察署に現地調査を行うよう要
望を行います。

A

とき：６月２６日（火）　　会場：厚崎公民館

【分類】
Ａ：要望等の趣旨に沿って措置したもの（既に取り組んでいるもの）
Ｃ：当面は実現できないもの
Ｅ：意見・提言として受けたもの
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No 地区 項目 意見要望 回　答 分類

3 島方
犯罪の防
止

　子どもや女性が多く利用する通りに防犯カメ
ラや防犯灯を設置し、犯罪を極力未然に防げ
るようにしてほしい。

　防犯カメラの設置につきましては、昨年度実施した自
治会長へのアンケートにおいて、半数以上の自治会か
ら防犯カメラ設置の希望がありました。これを受けて防
犯カメラ設置に対する補助の具体的な方法や実施時期
について検討してまいります。
　市では自治会等に対し防犯灯設置費の一部補助を
行っておりますので、防犯灯の新規設置を希望されます
場合は、補助金の申請書を生活課に御提出いただきま
すようお願いいたします。

B

4 島方
通学路の
交通規制

　通学路において、通学時間帯の車両通行
規制をしてほしい。細い道路をスピードを出し
て通る車もあり危険。近道のために通り抜け
している車に対して規制してほしい。（例：島
方地内の熊川に架かる学校橋付近の細い道
路）

　交通規制の導入については、那須塩原警察署が交通
量や周辺の状況等の現地調査を行い、県公安委員会
が決定することになっております。そのため、那須塩原
警察署に現地調査を行うよう要望を行います。

A

当日 上厚崎
枯れ木の
対応

　近所に大きな枯れ木が3本あり、市に相談し
たところ、地主と相談するようにと言われ、地
主に対して手紙を出した。しかし宛先不明で
戻ってきてしまった。このような場合どうすれ
ばよいのか。
また、実際に木が倒れて被害が出てしまう前
に市で切ってくれないのか。

　今回のような、所有者と連絡を取ることができないとい
うケースは度々見受けられますが、市としては所有者の
追跡調査を実施したりといった介入ができないのが現状
です。道路に倒れて交通が遮断された場合などでは市
で撤去する場合がありますが、「倒れそう」というだけで
市が勝手に伐採してしまうことは困難です。

F

当日 南埼玉
草木の処
理

　南埼玉公民館に隣接している旧清掃セン
ターの敷地から、公民館側に植木や草が伸
びてきているので、処理してほしい。

　旧清掃センターは市有地ですので、状況を確認して早
急に対応いたします。 A

■生活環境部・建設部

1
上厚崎
5丁目

歩道橋・横
断歩道の
設置

　平成通りに面して今秋開店予定のヨークベ
ニマル付近に歩道橋か横断歩道を設置して
ほしい。今でも広い道路を横断する人が多く、
開店後はもっと増えると思われる。そうなると
交通事故が心配。

①県に確認したところ、歩道橋設置については、現在、
整備予定はありませんが、今後の利用状況等をみなが
ら那須塩原市と調整し検討したいとの回答を得ておりま
す。
②また、横断歩道については、那須塩原警察署が交通
量や周囲の状況等の現地調査を行い、県公安委員会
が決定することになりますので、歩道橋及び横断歩道
の設置については、ヨークベニマル等の開店後の状況
を見ながら、県、警察への設置要望を検討したいと考え
ております。

①Ｅ
②Ｂ

当日 東小屋
信号機の
設置

【関連質問】
　この場所は旧4号から入ってくると右折する
際に最低1回は信号待ちしていると思う。朝夕
などは2～3回待つようになっているのではな
いか。早急に時差式信号を付けてほしい。

　信号機の設置を早急にとのご要望ですが、信号機の
設置については、最終的には警察の現場状況の確認を
基に公安委員会が判断することになるので、市としては
このような要望があることを伝えていくことしかできない
のが状況です。改めて場所を確認し、要望を出していき
たいと思います。

Ｂ
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No 地区 項目 意見要望 回　答 分類

■保健福祉部

1 島方
受動喫煙
問題

　ファミリーレストランなど、子どもが多く利用
する飲食店は、受動喫煙が問題視されてい
る。子どもの健康を考えて、分煙ではなく完全
禁煙にすべき。条例として整備してもらいた
い。

　市では、「第３期那須塩原市健康いきいき２１プラン～
市民元気化計画～」において、未成年者の喫煙や受動
喫煙の機会を減らすため、喫煙による健康への影響に
ついての情報提供や家庭や職場、公共の場での禁煙・
分煙を進めております。
　また、国としましても、特に健康影響が大きい子どもや
患者等に配慮した対策を一層徹底するとともに、「望ま
ない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型や
場所での対策を盛り込んだ、健康増進法の一部改正を
検討しています。
　そのため、条例の整備は考えておりませんが、今後も
国の動向を見守ってまいりたいと思います。

E

2 上厚崎

福祉事務
所と社会福
祉協議会
の事務分
掌見直し

　市福祉事務所の事務分掌と市社会福祉協
議会の事務分掌とでは重複業務を行っている
と思う。今後、市の人口も減少傾向にあること
を鑑み、社会福祉に従事する職員を３０％削
減する努力をしてほしい。各部署で現状の業
務を効率よくやるためにはどうすればよい
か、市長をはじめ幹部職員が企業経営のやり
方を強力にすべき。また、社会福祉協議会の
職員配置の見直しや、市役所全体で外部に
よる業務改革等の診断を受けて業務の見直
しや人員の削減を図ることを検討すべき。

　まず始めに、福祉事務所と社会福祉協議会の役割に
ついて簡単にご説明いたします。
　福祉事務所については、都道府県や市に設置された
住民の福祉を行う行政機関です。具体的には、生活保
護の実施、保育園の運営、母子保護、母子家庭や寡婦
の生活安定のサービス実施、身体障害者や知的障害
者への相談や福祉サービスの援助等を行います。
　これに対し社会福祉協議会は、市内の社会福祉法人
や社会福祉活動を行っている方（民生委員・ボランティ
ア）等と協働して「地域福祉の推進を図ること」を目的と
した、市の組織とは別な民間組織です。具体的には、ボ
ランティアや市民活動の支援、赤い羽根共同募金や歳
末助け合い事業、給食サービス事業、生活福祉資金・
小口資金貸付事業、あすてらす等を行っています。
　福祉事務所と社会福祉協議会は、役割分担のうえ連
携しながら業務を実施しておりますが、お互いの役割や
業務自体は重複しておりません。
　また、人員削減の検討については、他福祉事務所の
職員数と比較しても多くはなく、福祉事務所すなわち福
祉行政は、年々業務が増大していることから、職員減は
現在のところ難しい状況です。しかしながら、企業経営
の方法をというご指摘については、業務の効率化等可
能なものは今後も十分検討していく考えであります。
　なお、社会福祉協議会の職員配置の見直しについて
は、行政機関とは別団体でありますので、同会にご要望
を伝えたいと考えております。

D

3 大塚山中 敬老会

　敬老会については市から自治会に対して補
助金と記念品が出され、自治会が主催で開
催しているが、記念品（商品券）の使い勝手
が悪い。そこで運営費と記念品代を交付金と
して自治会に交付してもらい、記念品につい
ては自治会で地域の状況にあったものを選
ぶようにしてはどうか。
　なお、１００歳や８８歳などの特別な記念品
については今のままで良いと思う。

　敬老事業補助金は、地域の状況に応じ長寿のお祝い
としてふさわしい事業が実施できるように支援するた
め、自治会等に対して交付しています。
　一方で、敬老会開催の際に、自治会等からお渡しいた
だいている敬老記念品（商品券）は、長寿のお祝いとし
て、市が高齢者の方に贈呈しているものであるため、市
といたしましては、皆さんに等しく同じ物を贈呈したいと
考えております。
　なお、現在の敬老記念品（商品券）につきましては、使
い勝手が悪いという御意見を賜っておりますので、改善
に向けて、商工担当部署と連携し、商工会と協議を進め
ておりますので、御理解をお願いいたします。

E
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No 地区 項目 意見要望 回　答 分類

当時 〃 〃

【再質問】
　かつて黒磯では、敬老会は全て市が行って
いた。それがいつの頃からか自治会が行うよ
うになっていった。予算の問題から対象者を
75歳から76、77…と引き上げているが、市は
それでよいかもしれないが、自治会はそういう
訳にはいかない。年齢が引き上げられる度に
「せっかく楽しみにしていたのに…」と言われ、
そのしりぬぐいをしている状況だ。予算を増や
せとは言わないので、せめてその使い方は自
治会に一任してほしい。補助金ではなく交付
金にし、記念品の選別も踏まえて、「この地区
はこの金額で敬老会をやってくれ」というよう
にしてほしい。

　自治会に任せてほしいという要望は理解しました。し
かし、市としては先に説明した通り、等しく同じものを出
したいということで今のような形で行っていることを御理
解いただきたい。

E

当日 松浦町
いきがいサ
ロンについ
て

　生きがいサロンについては、市から月額3万
円の補助の他、自己負担や自治会の補助で
運営しているが、なかなか好評で参加者が増
えつつある。参加者が増えるのはうれしい
が、反して運営は厳しくなっている。人数に応
じた補助金の額の検討をしてほしい。

　生きがいサロンについては、場所によって参加者が多
かったり少なかったりしているという意見を聞いています
ので、補助金については今後検討してまいります。

B

■子ども未来部

1 青木
放課後児
童クラブ

　青木小学校では平成２４年度から自治公民
館を借用して放課後児童クラブを運営してき
た。昨年度からは市の条例によりＮＰＯ法人
傘下での開設となり、保護者の負担が増加し
た。現在は５１人の児童が利用しているが、
公民館の借用や利用者の増加といった劣悪
な環境を改善するために、無理は承知で専用
施設の要望をしたい。その中で、整備・運営
について最低基準を下回ってはならないと条
文にあるが、青木小の場合はその基準を満
たしているのか聞きたい。また、基準を満たし
ていない場合でも、当面の間、冷房設備の設
置をお願いしたい。あわせて、トイレが男女共
用の1基のみであるため改善してほしい。

　青木小学校放課後児童クラブについては、児童一人
当たりの面積の基準は確保しておりますが、自治公民
館を借用しての運営ということもあり、児童クラブを実施
する上で児童の所持品を収納するためのロッカー（持ち
物置場）等の整備がされておらず、必要な設備、備品等
をすべて備えているとは言えない状況です。
　これらの状況から、何らかの形での整備が必要である
と考えているところです。冷房設備の設置とトイレの改
善の要望をいただいたところですが、放課後児童クラブ
としての専用施設整備の時期、場所及び規模等と併せ
て今後検討してまいります。

Ｂ

当日 〃 〃

【追加意見】
　青木小学校の児童クラブは公民館等を使用
しているため、2度に渡り専用の施設の要望
を出してきたが、青木小学校が小規模特認校
になっているため、平成28年度に判断したい
と回答をもらっている。しかしその間にNPO法
人化したためか、未だに回答がない状況で
す。またこの間、児童クラブ施設の整備計画
課が建てられたが、その中で、基準児童数を
満たせば統廃合の対象にはならないと公表さ
れていたので、なぜ条件付きで整備計画に取
り上げてくれなかったのか不満が残る。なお、
この件についての回答は不要です。

【副市長】
　御意見として承ります。 Ｅ
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No 地区 項目 意見要望 回　答 分類

2 清住町
待機児童
の状況

　本市で待機児童がいることを知った。待機
児童の問題は都会でのことと思っていたの
で、驚いている。待機児童のまま小学校入学
となると、社会性を持たずに入学することは
本人にとっても厳しいことだと思う。待機児童
について、本市の状況を教えてほしい。

　国の基準により算出した本市の待機児童は、平成３０
年４月１日現在で４人となっております。
　待機児童の内訳としましては、０歳児が１人、１歳児が
３人となっており、また、満３歳からは幼稚園の利用も可
能となるため、３歳以上のお子さんは、小学校就学前ま
でに保育園等の保育施設か幼稚園に通うことができて
いると考えております。
　市では、「保育園整備計画後期計画」に基づき、保育
施設の整備を推進し、保育の受け皿の拡大を図ってお
り、また、入園の決まらなかった児童の保護者に対して
は、空きのある施設の情報提供やあっせんを行う等、待
機児童解消に向け取り組んでいるところです。

Ｆ

■産業観光部

1 新緑町 巻狩まつり

　那須野巻狩まつりは毎年１０月の第４土・日
曜と決められ、市民こぞってまつりを盛り上げ
るため、以前は学校行事等もこの日を避けて
いたが、最近は学校行事等と日程がダブり、
参加できない人もいるようだ。まつりの具体的
な日程は早期に決めて、関係機関に周知徹
底をしてほしい。

　那須野巻狩まつりについては、毎年１０月の第４日曜
日に本まつり、その前日に大将鍋出陣式を開催すること
としており、関係機関で組織する「那須野巻狩まつり実
行委員会」にて正式決定しております（２月開催の実行
委員会にて翌年度の開催日を決定）。
　学校行事等と重ならないよう、開催日の基本的な考え
方を実行委員会にて再度周知するとともに、開催日決
定後につきましても、関係機関（実行委員）への周知を
徹底いたします。

Ａ

2 清住町 企業誘致

　今、若者の結婚がなかなか進まない。生活
が安定しない若者は結婚に踏み込むことがで
きない。安定した職業を若者に与えてやるこ
とは、若者が都会に流出せず、結婚すること
で人口減少も防ぐことができる。本市に企業
誘致をお願いしたい。本市の企業誘致の見込
みについて教えてほしい。

　平成２９年度から高林地内で産業団地造成事業に着
手しました。本年度は基本計画等の調査・設計業務を
行い、来年度から造成工事に着手し、工事完成後に分
譲する計画でおります。
今年３月に経済産業省が公表した工場立地動向調査に
よれば、平成２９年中に、県内に立地した企業は４１件
で、一昨年に比べ１２件増加しております。また、面積は
９１．９haで、一昨年に比べ４５．１ha増加しております。
増加件数では全国第３位、増加面積では全国第１位と
なっております。
　栃木県へ立地する企業が多いことから、この時機を逸
すことなく、早期に企業を誘致したく、県と連携しながら
市内をはじめ東京圏などの企業に広くＰＲを行っており
ます。

Ｂ

■建設部

1
上厚崎
４丁目

電柱の移
設

　上厚崎４丁目地内、ミツヤ送風機研修所前
の３本の電柱だけが移設されず道路に出て
います。車のすれ違いの時に徐行するなどし
て、注意しなければなりません。特に大型車
の場合は一時停止をして待っていなければな
らず、非常に危険な状態です。最近は交通量
が増加し、運転手は気を付けているものの、
いつ事故が発生するかもしれない状況です。
　なぜ３本の電柱が移設されずに残っている
のか。石壁があるからなのか、それとも敷地
内に移設する承認がないからなのか。交通安
全の面からみても危険と思われる。現在にお
いては地中に埋設する方法もあると思う。子
どもたちの通学路にもなっているので、安全
第一の観点から、電柱の移設を検討してほし
い。

　上厚崎地内、ミツヤ送風機研修所脇市道総合グランド
線沿いにある３本の電柱につきまして電柱所有者であ
る東京電力と移設可能か協議したいと考えております。
　なお、市道から民地への移設になる場合も考えられま
すので、近隣土地所有者様のご理解とご協力をお願い
いたします。

Ｃ
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No 地区 項目 意見要望 回　答 分類

2 南埼玉 歩道整備

　県道５５号線（埼玉小～唐杉間）は交通量が
多く、直線が多いのでスピードを出して走る車
が多い。また歩行者や自転車も多いので、安
全確保のために歩道を整備してほしい。

　県に確認したところ、昨年度より整備に必要な用地買
収及び工事に着手しており、今後も用地買収が行われ
具体的な整備が進む予定となっているとの回答を得て
おりますので、今後の県事業の整備推進にご理解、ご
協力をお願いいたします。

A

■建設部・教育部・西那須野支所

1
上埼玉

1区
公衆トイレ
の改修

　黒磯公園、あたご駐車場、三島テニスコート
の公衆トイレは老朽化が目立つので、市民が
気持ちよく利用できるよう改修してほしい。

【建設部】
　黒磯公園については、公園内に２箇所、児童遊園側と
ゲートボール場東側にあり、昭和６０年に設置されまし
た。その後、平成４年に外壁の改修を行い現在に至って
おります。管理については、指定管理としてシルバー人
材センターへ委託しており毎日トイレの清掃を行ってい
る状況です。そんな中、壊れている箇所等があった場合
には、必要に応じ修繕を行っていきたいと考えておりま
す。

【教育部】
　三島テニスコートの公衆トイレにつきましては、大規模
な改修は予定しておりませんが、破損箇所等について
は必要に応じ修繕を行ってまいります。なお、 照明盤の
修繕を予定しております。

【西那須野支所】
　あたご駐車場トイレにつきましては、大規模な改修は
予定しておりませんが、衛生器具の故障や破損等が発
生した場合にはその都度対応しております。

Ｃ

Ｃ

Ｅ

■上下水道部

1 南埼玉
下水道整
備

　浸透桝による下水処理には限界がある。速
やかに埼玉地区に下水道を整備してほしい。
また、具体的な計画を示してほしい。

　南埼玉地区については、一部公共下水道の全体計画
区域に含まれる地域がありますが、現在進めている事
業計画区域内の整備が完了していないことから、整備
時期は未定です。また、全体計画区域外については、
下水道の整備計画はありません。

Ｃ

2 東小屋
下水道整
備

　旧市営東小屋団地東側は、ある不動産会
社により分譲された住宅や近隣の一般住宅
などが７０世帯以上建っている。昨年は個人
アパートから汚水が流れ出し、異臭の苦情が
あった。また、今年に入ってからは、個人の住
宅で浸透桝がいっぱいになり、掘り替えをして
いる。この近辺は農家のように広い敷地があ
るわけではないので下水処理に苦労してい
る。この住宅地の西側の道路には下水道が
通っているようだが、住宅地に下水道の設置
予定はないか。

　東小屋地区の当該地域は、公共下水道の全体計画区
域に含まれていないことから、下水道の整備予定はあり
ません。

D

当日 〃 〃

【再質問】
　20年30年先というが、そうなると今住んでい
る住民たちは、自分たちには関係ないという
風になってしまわないか。また、家を建てる
際、若い人たちは「上下水道完備」を求めて
いるという。そういうことを市も了解したうえ
で、20年30年先と言わずに、とりあえず今
行っている下水道整備のスケジュールなど状
況が分かる資料がほしい。

　下水道は毎年整備しているが、20年30年後の予定し
ている区域についても、まだ整備が終わってない区域が
たくさんある中で、更に区域を拡大するのは難しいとい
うことです。下水道を整備する区域の図面を持ってきて
いるので、この後、確認していただければと思います。

A
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No 地区 項目 意見要望 回　答 分類

■上下水道部・企画部

1 豊浦町

水道水の
異臭問題
（情報発信
の方法）

以前発生した水道水の異臭問題では、私は
メールで情報を得られたが、ほとんどの人は
マスコミのニュースで知らされた。高齢化が進
む中、ネットでの情報ではネットを使わない人
に情報が伝わらない。今回は深刻な事態にな
らなかったが、今後の情報発信についてどの
ように考えているのか。

【上下水道部】
今回の異臭事故においては、、市民の皆様に情報をお
知らせする手段として、みるメールやホームページ、ツ
イッターなどインターネットを活用したほか、対象地区に
広報車２台を巡回させて広報活動を行いました。

【企画部】
有事の際の広報活動については、インターネットを活用
した情報発信や、報道機関に対して報道を要請するほ
か、広報車による広報など迅速な情報発信に努めてま
いります。

Ｂ

Ｂ

■教育部

1 新緑町
グラウンド
の管理

　毎年厚崎公民館主催のソフトボール大会が
７月にくろいそ運動場を会場として開催されて
いる。過去に、グラウンドの指定管理者から
大会前日の夕方に「（天候により）グラウンド
が荒れるために使用不可」の連絡があり、や
むなく中止した経緯があり、その後天候が回
復してもグラウンドは整備されず、同様の理
由で３年連続で中止したことがあった。屋外
のイベントでは天候に対するある程度のリス
クはつきもので、各自治会は人集めや日程調
整で苦慮している。中止かどうかの判断は主
催者が決めることで、施設管理者は荒れたグ
ラウンドを整備して利用者に提供するのが責
務の一環だと思うが、管理会社と市との契約
はどういう形になっているのか。

　くろいそ運動場補助球場は、大雨が降ってグラウンド
が水浸しになると、排水に時間がかかります。雨水が抜
け切る前にグラウンドを整備することは難しく、また、そ
の状態で使用すると怪我を誘発する恐れがあるため
「使用不可」とする場合があります。
　市と指定管理者の協定の中で、体育施設の維持管理
に関する業務があり、常に良好な状態に管理することと
なっており、安全を確保できない場合は貸し出しできな
い場合もあることを御了承願います。

Ｆ

当日 〃 〃

【再質問】
　「施設を良好な状態に管理すること」というこ
とを前提に「雨水の排水に時間がかかった」
のが理由との事だが、なぜ排水に時間がか
かるのか。大震災の際の放射能除去を行っ
た際に、ただ表面を削って整地しただけで排
水のための勾配が取れていないのか、またそ
ういうことが分かっていれば何か策があると
思うが検討してほしい。

　補助球場については、以前はさほど水はけが悪くはな
かったが、水はけが悪くなったのは恐らく除染が原因だ
ろうと思われる。そのため、それまで全体的に土のグラ
ウンドであったのを、少しでもぬかるみにならないよう
に、一部に芝を張り、野球などを行う際に邪魔にならな
いように、内野の部分は土のままになっている。どうして
もこの部分の水はけが悪く、なかなか改善策がない状
況です。以前も厚崎公民館のソフトボール大会が中止
になっているということで、今年は会場を河畔公園に変
更しました。河畔公園は河川敷ということで、下に砂利
層が入っており、かなり水はけが良い状況ですが、総合
グラウンドを同じように改修できるかということは現状で
はお答えできません。補助球場の水はけの悪さの原因
は除染作業の際の土の入れ替えによるものと思われる
が、その後水はけが回復しないことについては、どのよ
うに改修していくか現状ではお答えできないのが状況で
す。

Ｃ

2 新緑町
スポーツの
振興

　本市にはスポーツ振興課という部署がある
が、どういう思いで市民にスポーツ振興を図
ろうとしているのか。

　本市では、平成２９年度から平成３３年度までの５年間
を計画期間とする「那須塩原市スポーツ推進基本計画」
を策定しております。
　計画では、市民のスポーツへの「関心」、気軽にス
ポーツをするための「環境」、スポーツへの参加とボラン
ティアのつながりといった「関係」をスポーツ施策の３つ
の柱とし、「市民ひとり１スポーツ」の基本理念の下、市
民のスポーツ活動の推進、それに伴う健康・体力の増
進、豊かなスポーツ社会の実現とスポーツを通じた仲間
づくり・地域づくりを目指しております。

Ｆ
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No 地区 項目 意見要望 回　答 分類

3
上厚崎
5丁目

くろいそ運
動場の防
犯環境

　くろいそ運動場内の中央道路は照明が少な
く午後９時以降は特に暗くて危険。また、元
サッカーグランド周辺の生垣が高く伸びてしま
い、見通しが悪くなっていて、不審者が潜んで
いても気づきにくい。環境の改善を求む。

　くろいそ運動場内の中央道路沿いの街灯につきまして
は、元サッカーグラウンド付近に３本あります。今後、元
サッカーグラウンドをテニスコートとして整備をしていく中
で、環境の改善に努めてまいりたいと思います。
 　元サッカーグランドは、現在テニスコートとして整備中
です。既に、周辺の樹木、生垣は伐採済です。また、街
灯については、高照度のLEDの器具へと交換予定で
す。

Ａ

■教育部・生活環境部

1 三本木
東小屋運
動場跡地
の管理

　三本木地区の北側に隣接している東小屋グ
ラウンド（東小屋運動場）が平成３０年度に廃
止されたことにより、市の管理が行われなく
なった。そのため、現在は背の高い草木が伸
び放題になっている。この草木も秋には枯れ
てしまい、乾燥した冬季に万が一火が付くと
広範囲に燃え広がる危険がある。このような
状況から、長年、東小屋運動場を管理してい
た市に、しばらくの間管理を続けてほしい。

【教育部】
　東小屋運動場の賃貸借契約が終了したため、土地の
管理は土地所有者が行うことになっております。

Ｆ

当日 〃 〃

【再質問】
　契約が終了したということだが、現地を見て
もらえれば分かるが、近くに住宅地もあり、枯
葉や伸び放題の雑草が燃えたりしたらかなり
危険だと思う。持ち主に対して安全に管理す
るよう忠告することはできないのか。

【生活環境部】
　グラウンドに対する質問ですが、空き地の管理につい
て市で関与できないのかという質問ですので、空き地担
当の生活環境部から回答します。
　空き地については基本的に民民の問題ということで、
現在、生活環境部で実施している事業としては、所有者
に対して土地の周囲の人たちから意見が出ていることを
連絡し、所有者から意見を出した人に連絡してもらい、
お互いに解決していく仲介的なことをしています。あくま
で市の土地でないため、市からの指導等は行っていま
せん。

F

当日 〃 〃

【再々質問】
　危険性があっても周辺住民が市に「所有者
に対して忠告してくれ」と言わない限り、市独
自で所有者に対して危険除去の対策を取る
ように言わないということか。

【生活環境部】
　例えば、木が倒れる危険がある場合などは少し事情
が異なり、木を撤去したり危険を除去したりするようにお
願いをします。ただ、雑草が伸びているという状況では、
仲介を行うにとどまっており、直接指導したりはしていな
いのが現状です。

F

当日 〃 〃

【再々々質問】
　危険かそうでないかの線引きが分かりにく
いが、まずは我々が市に対して仲介を依頼す
ればよいということか。

【生活環境部】
　連絡を頂ければ、その状況を見て判断させていただき
ます。

F
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No 地区 項目 意見要望 回　答 分類

■教育部・総務部

【教育部】
　学校関係ですが、大阪のような事故が起きないように
早急に学校のブロック塀についての調査を実施しまし
た。結果についてですが、数日前の下野新聞に掲載さ
れていますが、市内30校の内、「現在の建築基準法」に
適合しない塀が9校で確認されました。建てた当時はど
うだったのかは不明だが、現在の建築基準法には適合
していないというものです。この内、1校については、現
在の基準法では塀の高さが2.2ｍ以下のところ、実際は
2.25ｍと5㎝高くなっていました。また高さが1.2ｍを超え
るブロック塀には塀を支える「控壁」を3.4ｍ以内の間隔
で設置しなければならないのですが、間隔が広すぎで
今の基準法には不適合であるケースが9校で見られまし
た。中にはプールの目隠し用として設置されているもの
もありました。本市において、これらの塀で通学路に面
しているものはありませんでしたが、実際に敷地内に不
適合の塀がありましたので、これらについては本当にブ
ロック塀でないとだめなのか、他のもので代用できない
のか早急に対応を検討してまいります。通学路について
は各学校で通学路の危険個所の調査を毎年6月に実施
しており、今回はブロック塀についても含めて調査を実
施しました。ただ個人宅の塀になるため、道路から目視
での調査になっています。危険なブロック塀がある場合
は、個人宅のブロック塀を市が改修する訳にはいかな
いので、通学路の変更について検討していく必要もあり
ます。

【総務部】
　教育関連施設以外の公共施設についてですが、施設
の周囲の塀について危険個所がないか、現在全課を上
げて調査しているところです。

Ｆ

Ａ

当日 唐杉
ブロック塀
の安全調
査

　大阪で大きな地震があり、学校の塀が倒れ
て犠牲者が出たことにより、全国的にブロック
塀などの危険個所に対する調査が行われて
いるとニュースで流れている。本市でも調査
が行われているのか。
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平成３０年度市政懇談会意見要望回答(全３８件） とき：７月６日（金）　　会場：稲村公民館

Ｂ：実現に努力しているもの
Ｄ：実現が極めて困難なもの
Ｆ：現状等の説明を求められたもの

№ 地区 項目 意見要望 回答 分類

■企画部

1 若草町
市外局番
の廃止

　３市町が合併して１３年が経過したが、市外
局番の廃止はいまだされていない。旧３市町
が一体感を持てるよう、市外局番を廃止して
ほしい。

　現在、那須塩原市には市内通話料金で通話できる単
位料金区域（ＭＡ：メッセージエリア）が、旧黒磯エリア及
び那須町エリアの黒磯ＭＡと旧西那須野町、旧塩原町
エリア及び大田原市、矢板市、塩谷町エリアの大田原Ｍ
Ａとの２つのＭＡが混在している状況にあります。
　こうした状況の解消に向け、これまでにもＮＴＴや国に
対し要望書や意見書を提出してきましたが、ＭＡの再編
により、これまで区域内であった市町への通話が市外
通話になること、また、一部の地域では基本料金の増額
が生じることなど本市に限らず他の自治体に及ぼす影
響も大きく、エリアの変更要件にもある全加入者の合意
を得ることも困難な状況にあることから、現段階での統
一は難しく、当面は現状のままで対応するしかないと考
えております。

Ｃ

2 原町 まちづくり

　本市は鉄道（JR）が南北に縦断しており、ま
ちづくりという点では鉄道を境に地域が分断さ
れてしまう。今はそれぞれの地域の良さを活
かしてまちづくりをしていくことが必要だと思
う。また鉄道の東側の地域にも「人づくり、ま
ちづくり交流館」のような拠点施設が必要だと
思う。そして、これからは住民が整備された施
設等をどう利用し活かしていくかが課題だと
思う。

　「人づくり、まちづくり交流館」のような拠点施設につい
ては、地域に有効な施設であると考えますが、駅の東西
での整備は困難な状況であります。
　既存の公民館や建設中の「まちなか交流センター」を
有効に活用していただくとともに、施設の運営にも様々
な形で参画していただきたいと考えております。

Ｄ

3 松原町
高齢者施
設と自治会
の関わり

　松原町内には複数の高齢者施設があり、昨
年そのうちの一つから町内会に加入したいと
要望されたが、やむなく断った経緯がある。地
区の役員等の高齢化が進み、対応が困難な
のが原因だが、今でもそれらの施設とは、地
区や施設のイベント情報等をお互いに提供し
あうなど良い関係を続けているが、今後、高
齢者施設と地域との関わり合いも増えてくると
思われる。自治会としてどのように関わってい
けばよいのか市の見解を教えてほしい。

　地区内の施設との交流は有意義なものと考えます。
　事例としては、地区内の事業所等が賛助会員として自
治会に加入しているなどの例がありますが、自治会と施
設等が相互の関係や役割についての認識の共有を
図ったうえで、さらに良好な関係を築いていただければ
と考えております。

Ｆ

4 黒磯七区
新庁舎建
設

　新庁舎建設の中で、西那須野地区や塩原
地区は現在の支所の庁舎を利用して引き続
き行政サービスを受けられるが、黒磯地区は
どうなるのか。現在の黒磯庁舎は取り壊すと
の事だが、行政窓口は東那須野まで行かな
ければならなくなるのか。

　新庁舎建設後において黒磯地区の行政サービスを提
供する機能として、現在建設中の（仮称）駅前図書館内
に行政窓口を設ける計画としております。提供する具体
的なサービスにつきましては現在検討中ですが、現庁
舎において来庁目的の多い証明書発行などを基本とし
て検討しています。

Ａ

5 黒磯七区
提出書類
の様式の
HP掲載

　自治会等が提出する様々な書類の様式を
市ホームページからダウンロードできる体制
が取れないか。各部署に連絡してデータを
送ってもらうこともできるが、お互いの手間を
省くため、各種自治会関係書式を様式集に入
れておくことができないか。

　自治会関係の様式について、一部、市ホームページ
のオンラインサービス・申請様式ダウンロードの中に掲
載していますが、自治会活動に関する様式をまとめて掲
載できるよう工夫していきたいと考えております。

Ａ

6 黒磯七区
行政資料
の閲覧

　行政が作成する報告書や計画書などの行
政資料がホームページで閲覧できるようなっ
ているか。教育要覧や公民館の事業報告書・
事業計画書などもそのような情報だと思う。考
え行動する市民を作るため、検討してほしい。

　各課で作成している報告書や計画書などの行政資料
については、市のホームページに掲載しておりますが、
今後も様々な情報を提供できるよう取り組んでまいりま
す。

Ｂ

【分類】
Ａ：要望等の趣旨に沿って措置したもの（既に取り組んでいるもの）
Ｃ：当面は実現できないもの
Ｅ：意見・提言として受けたもの
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№ 地区 項目 意見要望 回答 分類

当日 黒磯七区
情報の共
有

市の様々なデータや情報について、ホーム
ページを介して発信してほしい。（市）内に対
して便利になるだけでなく、（市）外からも本市
がどのようなまちなのか良くわかるようにな
る。情報の共有という点からぜひそうしてほし
い。

市としても情報の共有は大変大切なものであると認識し
ていますし、まちづくりを進めるうえでも、どれだれ情報
や目的が共有できるかというところが、どれだけ推進力
となってくるのかが大きなポイントになりますので、市と
しても努力してまいります。

Ｂ

■総務部

1 松原町
自宅避難
者に対する
対応

　災害時の避難所として小中学校等が指定さ
れているが、いずれも体育館の収容人数が３
００人程度と少ないため、人口の多い地区で
は一つの自治会だけも全員収容できないこと
が想定される。そうなると避難所に入れな
かった住民は自宅待機となり、自治会で様々
な対応をしなければならない。そうなった場合
の対応策を教えてほしい。東日本大震災の
際、自宅に待機していた人たち（自宅避難者）
は水や食料の支給が無く大変だったと聞いて
いる。

　大規模な災害発生時には、指定避難所に入りきれな
いなどの理由で、それ以外の避難場所（車やテントな
ど）で生活する避難者が出ることも予想されるため、市
は、避難所外避難者の情報を収集し、避難所の避難者
と同様の支援（食料・物資の提供、情報の提供など）を
行うよう努めます。
　併せて、市民の皆様には、住宅の耐震化や浸水防止
に取り組んでいただくとともに、各家庭で家族３日分程
度の備蓄（水・食料の備蓄、カセットコンロ、ろうそく、懐
中電灯、石油ストーブなどの準備）を進めていただきま
すようお願いします。

F

2 新町
災害時の
水・食料の
確保

①災害時、水については各自で２～３日分を
確保できると思うが、長期化した場合、水の
確保をどのようにすれば良いか。例えば、稲
村地区では稲村公民館に井戸を掘るのはど
うか。

②災害時の食料の配布方法についてはどの
ように考えているのか、詳しく教えてほしい。

①災害時（断水時）の飲料水確保対策として、避難所等
におけるペットボトル水の配布、給水所の設置による給
水を行います。ペットボトル水は、市が備蓄しているほ
か、他自治体や民間企業との協定に基づき確保しま
す。
　また、生活用水の確保対策として、今年３月から市内
にある井戸所有者の協力を得て、災害時に地域住民に
水を提供できる井戸を登録しておく「災害時協力井戸登
録制度」を開始しました。新たに井戸を掘るには多額の
費用を要するため、まずはこの制度により生活用水の
確保を図りたいと考えております。

②災害時の食料対策として、避難所等での備蓄食料の
配布、炊出しによる提供を行います。配布する食料や食
材は、市が備蓄しているほか、他自治体や民間企業と
の協定に基づき確保します。

　なお、災害時の水や食料の供給について、特に発生
初期においては、十分な量が確保できないおそれがあ
りますので、各家庭で家族３日分程度の備蓄をお願いし
ます。

F

3 黒磯七区
災害用井
戸の登録
数

　災害時の非常時に水確保のための災害用
井戸の登録状況を知りたい。（できれば公民
館区ごとに）

　災害による断水時に生活用水を確保することを目的
に、今年３月１日から災害時協力井戸登録制度を開始
しました。
　現在、登録申出のあった９箇所の井戸について、登録
や標識の交付、公開の手続きを進めております。地区ご
との内訳は、稲村公民館区が１箇所、とようら公民館区
が１箇所、鍋掛公民館区が２箇所、東那須野公民館区
が４箇所、三島公民館区が１箇所となっております。
　今後さらに登録数が増えるよう井戸所有者に周知を図
り、協力を求めてまいります。

F

4 黒磯七区
防災計画
書

　今年度４月に各自治会長あてに防災計画
の冊子が送られてきた。自治会が防災で担う
のは自助・共助であるが、その冊子の内容の
大半は公助に関する記載が占めていた。自
治会向けに自助・共助に特化した冊子を作れ
ないか。また、冊子を送って終わりではなく、
自主防災組織や自治会長向けのレクチャー
が必要ではないか。自助・共助・公助の役割
分担や知っておくことの整理が必要だと思う。

　市地域防災計画には、災害に係る予防、応急及び復
旧・復興対策に関し、市や防災関係機関等が処理すべ
き事務又は業務の大綱を定めており、自治会の皆様に
計画の内容に触れていただくことを目的として配付して
おります。
　また、自治会の皆様に自助・共助の役割分担等につ
いて理解を深めていただくことは大変重要であると考え
ておりますので、自助・共助に特化した冊子の作成及び
レクチャーにつきまして、今後検討してまいります。

B
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№ 地区 項目 意見要望 回答 分類

■生活環境部

1 阿波町
通学路の
速度規制

　稲村小学校付近（稲村公民館側）の市道
は、特に朝の通勤・通学時間帯は交通量も多
くスピードを出している車もあり大変危険。来
春には保育園（いなむら保育園）が開園予定
で、今後交通量がさらに増えることが見込ま
れることから、早急に速度規制の実施をお願
いしたい。

　いなむら保育園開園予定地付近につきましては、交通
量の増加が予想されますので、交通安全対策について
那須塩原警察署に要望してまいりたいと思います。

A

2 阿波町
手押し信号
の改修

　稲村公民館入口の信号は手押し式となって
いるが、事故防止のために手押し式以外の
信号機（一般の信号機）に変更できないか。

　信号機の変更につきましては、昨年度末に同様の要
望をいただいており、今年５月に那須塩原警察署に要
望いたしました。

A

3 西新町 指定ごみ袋

　指定ごみ袋の値下げを要望したい。本市の
指定ごみ袋は他市町と比べて割高になって
いて、ごみ処理手数料が料金に含まれている
のが原因。大田原市ではごみ処理費用を市
税で賄っているため指定ごみ袋が安い。宇都
宮市では指定ごみ袋自体を導入していない。
また他県では指定ごみ袋の特売日を月２回
実施しているところもあり、本市でも特売日を
設けてほしい。

　家庭系ごみの手数料につきましては、平成３０年３月
に改定した一般廃棄物処理基本計画において設定し
た、家庭系ごみの新たな目標値が達成され、また各年
度の推計値を下回る状況が続き、市民にごみ減量化及
び資源化に関する意識が浸透したと判断される場合は
見直しを検討することとしています。
　また、指定ごみ袋は、ごみ処理費用の負担の公平化
やごみの減量化などを目的として導入した制度でありま
す。したがって、販売店での特売という行為は、この目
的から逸脱してしまうため、指定ごみ袋の特売を行うこ
とはできません。

D

4 若草町
信号機の
設置

　若松団地豊浦線の、現在いなむら保育園の
建設工事をしている交差点（通称：はやぶさ
十字路）押しボタン式信号を４点式信号にして
ほしい。保育園が開園すると送迎用の車両が
増えることが見込まれる。

　信号機の変更につきましては、昨年度末に同様の要
望をいただいており、今年５月に那須塩原警察署に要
望いたしました。

A

5 若松団地
防犯灯の
設置

　通学路になっている次の道路に防犯灯を付
けてほしい。
①埼玉街道の「あさの」から「あかねや」に続く
道路
②板室街道から分水通りに出る道路（本澤畳
店付近）

　市では自治会等に対し防犯灯設置費の一部補助を
行っておりますので、防犯灯の新規設置を希望されます
場合は、補助金の申請書を生活課にご提出いただきま
すようお願いいたします。

F

6 湯宮

廃棄物処
理施設等
周辺環境
監視事業
費補助金

　廃棄物処理施設等周辺環境監視事業費補
助金について、その趣旨・目的により、協定の
締結に関わらず交付をしてほしい。

　補助金の交付を実施するにあたっては、公益財団法
人栃木県環境保全公社からの寄付金を受けることが大
前提であります。栃木県廃棄物周辺整備事業助成実施
要領において、寄付金の対象となる自治会等について
は、関係自治会との協定締結が対象地域となる条件と
規定されており、協定未締結の場合、寄付金の交付は
されず、ひいては市の補助金交付対象とはならないもの
となるため、現状協定の締結に関わらず交付を実施す
ることは難しいと考えます。

D
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№ 地区 項目 意見要望 回答 分類

■保健福祉部

1 緑ヶ丘団地
眼科病院
の誘致

　現在、黒磯地区には眼科の病院がなく、高
齢者など車で通院できない人が困っている。
眼科の病院の誘致をしてほしい。

　眼科に限らず医療機関が、身近にあることは理想であ
ると考えております。しかしながら現在市内には、ほとん
どの診療科目が整っているため、今のところ医療機関
の誘致は考えておりません。

D

2 黒磯七区
避難所運
営連絡会
の設置

　各小中学校の体育館が避難所指定となって
いるが、エリアごとの避難所運営連絡会を作
れないか。防災訓練として避難所エリアごと
の自治会・学校関係者・避難所担当職員が最
低でも年一回は顔を合わせる必要があるの
では。他県では避難所運営協議会に補助金
を出しているところもあると聞く。まずはモデ
ル地区を作って実施する方法もあるがいかが
か。

　災害発生時における避難については、まずは、一人ひ
とりが自分や家族の身は自分たちで守るという意識のも
とに行う「自助」、その上で、隣近所への声掛けや安否
確認、更に自治会や自主防災組織などによる安否確認
及び避難誘導等の「共助」が確実に行われることが重要
となります。この「自助」と「共助」が効率的かつ効果的
に機能するためには、避難所を避難者全員で協力し
合って運営することを理念とする避難所運営連絡会、協
議会等の設置は非常に意味のあることであると認識し
ております。
　避難所運営連絡会のモデル地区設置につきまして
は、今後先進事例を参考に研究してまいりたいと考えて
おります。

B

3 黒磯七区

避難所での
コミュニ
ケーション
確保

　避難所でのコミュニケーション確保につい
て、聴覚障害者や日本語が不自由な人など
に対する情報補償をどのように考えているの
か。

　聴覚障害者及び日本語の話せない外国人等への情
報提供については、これまでホワイトボードや黒板等の
掲示板での文字による案内のほか、筆談、さらには情
報ネットワーク環境が整っている場合においてはスマー
トフォンアプリによる日本語変換通訳等、可能な限りの
手段を用いて情報提供を行う考えであります。

B

4 黒磯七区
コンビニへ
のAED設置

　救急救命会の必要性は十分理解している
が、ＡＥＤの使い方を学んでも身近な所に設
置されていなければ意味がない。特に夜間や
土日など公共施設が閉まっている時には、近
くにＡＥＤが無い状況になる。これを解消する
ためにコンビニにＡＥＤを設置してほしい。県
内でもこのような対応をしているところが出て
きた。安心安全なまちづくりのために検討して
ほしい。

　救命救急の観点からは、ＡＥＤの設置個所が増えるこ
とはとても望ましいことと考えます。そのことから、市職
員等が配置されている施設で多数の市民が利用する市
有施設１００箇所にＡＥＤを配置したところでありますが、
現在のところコンビニなど民間施設への ＡＥＤ配置につ
いては考えておりません。

C

5 湯宮
避難行動
要支援体
制

　地域福祉計画及び地域福祉活動計画「避
難行動要支援体制」については理想的な計
画だと思うが、実際に災害が起こった際、行
政や協議会がどれ程の成果を上げるのかは
疑問だ。大切なのは地域のコミュニケーション
であり、現在助成金が５０％出ているが、この
額だと会員への議決や負担が課題となり、積
極性に欠けるのが現状だ。助成ではなく給付
金として援助してもらえれば、支援者近所の
会員への要請や日常における見守り活動が
活発になると思う。

　本制度は、災害発生時に避難が困難な高齢者や障害
者を、地域の「共助」（ボランティア）により、安否確認や
避難所へ誘導するといった新たな取組であります。
　昨年度から、市は各自治会へ本制度の説明会を開催
し、具体的な取組についてお願い申し上げているところ
です。今後につきましても、引続き本制度への理解を深
めるとともに、より深く自治会への浸透が図れるよう鋭
意努力してまいります。
　なお、助成金に関しては,社会福祉協議会からの「地域
福祉活動補助金」と思われますので、同会に御要望を
伝えたいと考えております。

E
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№ 地区 項目 意見要望 回答 分類

■保健福祉部・企画部

1 黒磯七区

行政区別
人口等デー
タのHP公
開

　自治会の加入率や年齢構成等を見るため、
行政区別の人口や世帯数のデータ、また、年
少人口・労働人口・高齢人口などのデータを
市ホームページで公開できないか。青梅市で
はこのようなデータをホームページで公開して
おり、市のイメージを確認しやすかった。ま
た、人口ピラミッド（当年、５年後、１０年後等）
のデータも見ることができれば、市の将来像
もイメージしやすくなると思う。

【保健福祉部】
　現在、市民課窓口において、住民基本台帳がベースと
なる地区別人口や世帯数について、希望者には有料で
提供しておりますが、今後は、ホームページで公開して
まいります。

【企画部】
　行政区別の人口や世帯数については、地区づきあい
等を加味したものであり、ホームページで公開していくも
のと異なりますが、自治会が使用する場合には引き続
き直近の数字を提供してまいります。

Ｂ

Ｃ

■保健福祉部・産業観光部

1 西新町
募金活動
（緑の羽・
赤い羽）

　「緑の羽募金」や「赤い羽根共同募金」につ
いては、募金の趣旨を理解して今後も積極的
に協力していきたいが、各班に羽根を配布し
ても殆どの人が受け取らない。配布物を羽根
ではなく、クリアーファイル等にできないか。

【保健福祉部】
　赤い羽根は「社会福祉法人栃木県共同募金会」から
無償で配布されるものであります。同会に御要望を伝え
たいと考えております。

【産業観光部】
　緑の羽根は緑の募金運動のシンボルとして全国で活
用されております。緑の羽根は「とちぎ環境・みどり推進
機構」より無償で配布されておりますので、市独自にクリ
アファイル等の配布は考えておりませんが、とちぎ環境・
みどり推進機構に要望として伝えていきます。

Ｅ

Ｄ

■子ども未来部

1 西新町
こども医療
費の助成

　本市のこども医療費助成については、未就
学児は「現物支給方式」、７歳～１８歳は一度
病院等の窓口で料金を清算した後、助成申
請の手続きを行う「償還払い方式」となってい
る。近隣の那須町では１８歳まですべて現物
支給方式を導入しており、申請手続き軽減の
ために本市でも１８歳まで現物支給方式を導
入してほしい。

　本市のこども医療費助成は、小学生までを対象とした
栃木県のこども医療費助成制度をもとに、対象年齢を１
８歳まで独自に拡大して実施しています。
　現物給付の対象年齢を拡大することで、申請手続きの
軽減を図ることができますが、県補助金が減額となるほ
か、自己負担の廃止により、将来にわたって市財政に
大きな負担を生むことになります。
　これからも制度を安心して使っていただくため、受給者
の皆様には自己負担や申請手続きについて、ご協力を
お願いしたいと考えております。
　また、より使いやすい制度となるよう、県制度において
現物給付対象年齢を拡充するよう、引き続き要望してま
いります。

※現物給付を中学生まで拡大（H31.4.1から）
※償還払い（高校生）自己負担2,000円（変更なし）
※平成３１年４月から現物給付拡大実施に向けて、１２
月議会で条例改正等所要の手続を行っている。

Ａ

当
日

〃 〃

【再質問】
　市町によってこども医療費の助成方法が異
なっている。例えば那須町では、０歳から１８
歳までが医療機関の窓口での負担がない現
物支給となっている。対して本市や大田原市
では、未就学児は現物支給だが、小学生にな
ると窓口で３割払い、その後市に申請して
払った医療費が振り込まれるということになっ
ている。できれば現物支給にしてもらえれば、
保護者も助かるという声をよく聞く。また、本
市では、振り込まれる医療費は、小学生は５
００円、中学生以上は２，０００円を差し引か
れた額が振り込まれるが、大田原市では小学
生から高校生まで一律で差し引かれる金額
は５００円である。財政的に厳しいというが、
同じ市内の子供たちなので中学生以上でも差
引額を上げずにしてほしい。

【市長】
　ご指摘の通り、こども医療費の取組については、各市
町でバラバラであり、統一されていない部分が多々あり
ます。那須地域の中でも３市町でも中身が異なっていま
す。本来、１８歳まで現物支給というのが理想ではありま
すが、ここまで行くためには段階的なものが必要だと考
えています。他市町で様々な形で取り組んでいるものも
あるので、市としてもそれらを研究していくなかで、子供
たちの医療費についてどのような形がベターなのか今
後も研究してまいります。

Ａ
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№ 地区 項目 意見要望 回答 分類

■産業観光部

1 黒磯七区 巻狩まつり

　那須野巻狩まつりは前夜祭的な大将鍋出
陣祭と、翌日の本祭があるが、その２日間を
結びつけるのは大将鍋の山車での移動だと
思う。現在は那須塩原駅周辺の一部道路を
大将鍋山車を実行委員が引いて移動してい
るが、それを参加型にできないか。また、３３２
号線の４車線化が完成した暁には、那須塩原
駅前から那珂川河畔公園近くまで、人々の手
で引いて移動させるのはどうか。今でも大将
鍋自体が大きいので、会場内では人々の関
心を集めているが、東那須野と黒磯を結んで
山車で運ぶこと自体が大きなイベントとなり、
反響を呼ぶと思う。

　大将鍋出陣式の際の山車パレードについては、頼朝さ
ん・政子さんをはじめ、東那須野おはやしクラブや子ども
神輿等、多くの子ども達の参加をいただいております。
山車の移動について、一般の方の参加をいただくことに
つきましては、大将鍋出陣式の企画・運営を担当してい
る東那須野地区ふれあい推進協議会と協議の上、検討
したいと考えます。
　また、那珂川河畔公園までの移動につきましては、そ
の可能性及び手法について今後検討したいと考えま
す。

Ｃ

■産業観光部・教育部

Ｄ

Ｄ

1 黒磯七区
博物館活
動の観光
利用

　博物館活動を観光に活用してはどうか。
①塩原軌道の人車鉄道の動態展示。（博物
館付近やアグリパル付近など観光的要素を
含めての対応）
②青木邸に展示してある青木伯爵の馬車の
レプリカをつくり、青木道の駅周辺を周遊させ
ると新しい観光資源になるのでは。また、青
木周蔵祭りを記念して黒磯駅から青木小まで
を馬車でデモンストレーションしてはどうか。
③黒磯郷土館で田舎暮らしや田舎生活体験
等の宿泊体験を実施してはどうか（子ども向
け・親子向け・都市居住者向けなど）。

【産業観光部】
　歴史文化や自然は本市の貴重な観光資源であり、特
に那須野が原博物館や青木邸などについては、観光事
業やプロモーションと連携した取組を行っております。
　今年度、日本遺産に認定されたことで、更に博物館の
活用が図られると考えておりますが、手法については教
育委員会と協議しながら進めていきたいと考えておりま
す。

【教育部】
　那須野が原博物館は、観光面の活用にも積極的に取
り組んでおり、この度ＤＣキャンペーン関連事業として企
画展「野州塩原ー温泉と渓谷に魅せられた人々ー」を開
催したところです。
①人車軌道の動態展示については、復元すべき車両の
大きさやある程度の移動距離の確保のため相当の敷地
を要すると思われます。博物館やアグリパル周辺に用
地を確保することは困難であるとともに、安全面の確保
等管理上も展示は難しいと考えます。

②青木邸の活用については、今年度、日本遺産に認定
されたこともあり、観光資源として注目を集めることが予
想されます。馬車の復元による周遊については、馬の調
教や飼育管理等の面からも難しいと考えます。

③黒磯郷土館（津久井家住宅）は都市計画区域内にあ
るため、本来耐火構造ではない茅葺屋根の建築物は建
築することができません。しかし、本市に残る貴重な歴
史的建造物として後世に伝えるため、「展示物」として移
築しております。そのため、中に人が入ったり、火を使う
といった建造物としての利用はできません。

16



№ 地区 項目 意見要望 回答 分類

■建設部

1 豊浦北町
歩道の安
全整備

　板室街道（国道４号から青木地区）の歩道
について老朽化しているので改修してほし
い。
【問題点】
①歩道の幅が狭いため、自転車が通ると歩
行者の行き場がない
②学生の自転車がスピードを出すので危険
（特に早朝）
③排水溝の蓋がガタついていて、通ると音が
うるさい
④排水溝が車道より高い位置にあるので意
味をなしていない
⑤段差が多く高齢者が歩くには危険
【改善要望】
①車道と歩道の境の縁石は必要
②車道と歩道の高さを同じにして、段差を解
消する
③住宅との境に縁石を設置
④排水溝は車道側に設置し、蓋も２倍程度大
きくする

　県に確認したところ、歩道整備事業につきましては、県
管理道において市内各所で実施している状況ですが、
歩道未整備箇所がまだ多くあり、そちらの箇所を優先的
に整備していきたいと考えておりますので、歩道拡幅の
再整備については、今後の検討課題としてまいりますと
の回答を得ております。また、改善要望の①から④につ
いては、

①当該区間の縁石は整備済です。
②フラット化して縁石を設けるのは、歩道と宅地に高低

差が生じるため困難です。
③、④不具合がある場合は個別に確認します。

との回答も得ておりますので、修繕が必要な場所などに
ついては、市に連絡をいただければ、県と調整したいと
考えております。

E

2 若草町
道路の改
修

　昨年、松浦町稲村線の元の道路について
市道認定の要望をしたところ、道路幅が認定
要件に当てはまらないことから、認定は困難
との回答をいただいた。しかし、市道認定の
有無にかかわらず、この道路を利用する人は
多い。また、若松団地豊浦線が改修され、そ
の延長で県道埼玉街道に抜ける道路はパッ
チングだらけで水たまりができやすいため、心
無い車からの水しぶきが歩行者にかかってし
まう状況です。市道認定に関わらず、このよう
な荒れた道路の改修を一刻も早くしてほし
い。

　当該路線の舗装状況については、市においても状況
を把握しておりますが、道路整備は、市道を優先してい
ることから、改修は難しい状況です。
　今後も、市管理道路として適切な維持管理に努めてい
きたいと考えております。

C

3 本郷町
道路の整
備

　３３２号線の早期完成を望む。那須街道の
渋滞を緩和し、那須町から黒磯、東那須野を
通り西那須野へとつながる、国道４号線の裏
街道として、地区の発展にも大いに効果があ
ると思う。昨年も要望したが進展がない。地元
が盛り上がらないと県も進展しないのか、説
明を聞きたい。

　県に確認したところ、当市上黒磯地内から那須町筒地
地内区間延長L=約２㎞(内当市約８５０m)を優先区間と
して事業着手しており、昨年度から用地買収を実施して
いるところで、本年度も用地取得を先行取得していきた
いと考えておりますとの回答を得ております。
　目には見えませんが、事業は進展している状況です。
また、市でも整備促進の要望を行っておりますので、今
後も、３３２号線の整備推進にご理解、ご協力をお願い
します。

F
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№ 地区 項目 意見要望 回答 分類

【建設部】
　３３２号線についてですが、県が進めている事業です
が、市としても強く要望活動を行っています。６月２８日
にも県議会議員による県土整備委員会という現地調査
が行われ、市、市議会議員も出席し、強く要望している
道路です。確かに東那須野を通らないと最終的に開通
とならないため、市としてもそちらから進めてもらえれば
良かったのだが、県は那須街道側を先に整備したいと
いうことで進めています。その他、県では国道４００号の
大きな橋を塩原地区に整備しているなど、大変な金額を
かけていただいているため、市として強く要望を出してい
るが、全て要望どおりとならないのが現状です。しかし早
期完成に向けて、引き続き要望を行っていきます。
　また、黒磯西岩崎線についてですが、用地買収を２７
から行っており、今年は東原小学校の前まで行う予定で
す。今後も懸命に取り組んでまいりますのでご理解いた
だきたい。

【市長】
　３３２号線について、現在、上黒磯から那須町側に橋
を架けるために県が取り組んでいるが、この橋を架ける
のを優先しているのには理由があります。那珂川に晩
翠橋が架かっていますが、この橋の老朽化が進んでお
り、県で手入れをしてもらいながら活用している橋です。
この晩翠橋にかかる負担を少しでも軽減するため、上黒
磯地内の那珂川に新しい橋を架けようと県で取り組んで
いるものです。現在、市としては３３２号線というのは上
厚崎地内までは完了しております。上厚崎地区から東
那須野地区の足利銀行の交差点までの約３．５㎞につ
いても大変重要な路線であるため、県に対して懸命に
要望をしているところです。先ずは、新しい橋を架けても
らい、那須インターチェンジに向かって道路を完成しても
らうこと、そして上厚崎地内から東那須野方向への３．５
㎞の道路を整備をしてもらうことについて、地元の県議
と一体となった形でおねがいをしていきたいと思います。

当日 〃 〃

【再質問】
　以前から３３２号線を東那須に整備するとい
う計画はあったと思うが、県に申請してもはじ
かれているのでは。東那須に通じる道を何本
も作るのではなく、３３２号線を優先的にすれ
ば良かったのではないかと思う。

　御意見として承ります。 E

4 黒磯七区 道路整備

　黒磯七区内に通称「湯街道」といわれる市
道があるが、その道路整備がいつ頃になるの
か教えてほしい。観光シーズンになると、黒羽
街道や鍋掛街道が混雑するため、一日も早
い湯街道の整備を望む。

　市道湯街道２号線の整備は、国庫補助事業として平
成２５年度に事業着手しており、平成３７年度末の完了
を目指しております。
　近年、補助金交付額が厳しく、完了時期に遅れも見込
まれますが、早期に全線開通ができるよう引き続き努力
したいと考えております。

B

5 湯宮
道路の修
復

　市道湯宮木綿畑本田線は、クリーンセン
ターの移設に伴う水道管埋設工事が行われ
１０年が経過しようとしているが、未だに路面
の本復旧がされず、いたるところで損傷してい
る。全路線の復旧を継続事業として計画して
もらいたい。また、路面標示も殆どが消えてし
まい、雨天時や夜間走行時の視界性が悪く
危険な状態なので、整備してほしい。

　市道木綿畑本田湯宮線は、平成２０年度から平成２１
年度にかけて水道管埋設工事が行われ、舗装本復旧
工事は平成２１年度に完了しております。
　また、舗装修繕は交通量や損傷状態等を勘案し優先
順位をつけ工事を実施しておりますので、引き続き道路
維持作業による適切な対応を取りたいと考えておりま
す。
　なお、路面標示については、早期の整備ができるよう
検討したいと考えております。

B

当日 大黒町
用水堀等
の修理

　旧イセジン跡の東側に用水堀が流れている
が、商工会の通りを横切るようにして側溝が
あり、横断するところに網があるのだが、一部
崩れて歩道にかかっているので修繕してほし
い。

　まずは詳しい場所等の確認をしたいので、後程道路課
にて相談してほしい。 A

B

【関係質問】
　３３２号線の計画は地区の発展のためという
のは理解できるが実際は止まってしまってい
る。早期完成やそのための予算確保など県を
動かすには地元の県議や市長の力が必要
だ。もっと馬力を入れて取り組んでほしい。
　また、鳥野目街道稲村小学校の道路を整備
しているが、予算の関係で途中で止まってい
る。何のために道路を作っているのか。子ど
も達のためではないのか。３３２号にしても東
原のように児童数の多いところから始めない
のか。そういうところも関連して検討してほし
い。

道路の整
備

豊浦北町当日
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№ 地区 項目 意見要望 回答 分類

■建設部・産業観光部

1 本郷町
ダムや林道
の観光利
用

　大川林道を改修・開通させ、深山ダムや
沼ッ原人工ダムを観光地として活用してはど
うか。また、塩那スカイラインを開通させれ
ば、木俣川の素晴らしい紅葉も観れます。

【建設部】
　県に確認したところ、塩那スカイラインは、H16年度に
整備(建設)中止することで決定しており、植生回復後林
野庁に返還する予定となっています。現在は、植生回復
及び各営林署等と返還に向け作業を実施している最中
であり、開通させる予定はないとのことです。また、大川
林道（一般県道黒磯・田島線）についても、改修、開通さ
せる予定は、現在のところないとの回答を得ておりま
す。
　また、市では、県道黒磯田島線については、福島県南
会津町と本市で期成同盟会を結成して、県に対して整
備要望している道路でありますので、今後も要望活動を
続けていく所存であります。

【産業観光部】
　大川林道や塩那スカイラインについては、現在のとこ
ろ開通の予定はないとのことですので、ダムや木俣川な
どの美しい景観は、深山園地や沼っ原園地、木の俣園
地などからの眺望をご案内したいと考えております。

Ｃ

Ｃ

■上下水道部

Ｂ1 長久保
水道水の
異臭問題

　今年２月１１日に発生した水道水の異臭問
題について、長久保地区も被害を受けた。こ
の問題について何点か伺いたい。

①水道水からアンモニア臭がした原因は何な
のか。施設の問題なのか、取水している水の
問題だったのか。また、浄水場で処理できな
い程のアンモニアはどこから混入したのか。
②朝はアンモニア臭、昼は塩素臭そして夕方
に異臭が解消しているが、この一連の流れを
説明してほしい。
③今回の事で市は金銭的損害を受けること
になったと思うが、その金額はどのくらいか。
またその損失はどのように処理したのか。
④ライフラインを脅かした今回の問題につい
て、今後の対応はどうなっているのか。

２月１１日、今回の問題を知った当地区の区
長や自治公民館長が、午前７時４０分頃に給
水車のところにいた職員に状況の説明を求め
たが、状況の詳しい回答を得られなかった。
そこで区長と公民館長が協議し、午前８時頃
から電話連絡で各世帯に事態の連絡を行っ
た。市の広報車が回ってきたのは更に１時間
後だった。朝食の時間帯であったため、多くの
人が水道水を摂取してしまっていたが、混入
していたものによっては傷害事件になってい
た可能性もある。今回の件に対し、市の対応
は少々疑問が残る。

①今回の事故では、水道水が「塩素臭い」などの異臭に
関する苦情が多くあり、また、原水にアンモニアが混入
していたことから考えますと、滅菌用に注入している塩
素剤とアンモニアが反応した結果として異臭を放ったと
考えております。なお、アンモニア混入の場所は特定で
きておりません。

②当初、原水へのアンモニア混入を確認した後、塩素剤
注入量を増加して対応しましたが、塩素消費量が注入
量を上回ったため、途中から更に注入量を増加しまし
た。その結果、様々な反応過程での水道水がお客様の
もとへ届くこととなり、異臭の状況も異なったものと考え
られます。

③今回の異臭事故において、市は直接の金銭的損害
は受けておりません。異臭水については、水質基準を満
たしていないものと考えられ、お客様においては出し水
（お客様の給水装置から水を捨てていただくこと）で対応
いただくよう協力を求めていたものであることから、正規
の水道料金を徴収することはできないと判断し、対象地
区内のすべてのお客様に使用水量「３㎥」の減量認定を
行いました。

④取水停止を判断する監視基準の見直し等を既に行っ
ており、今後とも再発防止に取り組んでまいります。
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№ 地区 項目 意見要望 回答 分類

■教育部

1 西新町

学校安全ボ
ランティア
貸与の備
品

　学校安全ボランティア（スクールガード）に
は、オレンジ色のベストやウィンドブレーカー
が貸与されているが、経年劣化が進み、色あ
せているものを着ている人も見られる。また在
庫不足から、貸与されていない人もいる。特
に現状のベストは通気性が悪く、夏場は大変
汗をかくので、作り直す機会があれば、素材
を通気性の良いメッシュタイプにしてほしい。

　学校安全ボランティア（スクールガード）に貸与してい
るベスト等については、今年度、その一部を更新する予
定となっておりますので、メッシュタイプの素材のベスト
についても検討してまいりたいと考えております。

A

2 緑ヶ丘団地
小学校区
の見直し

　今年度、東原小学校の新入生は人数が減
り、1学級となってしまった。学区の再編成を
検討してはどうか。たとえば、稲村小学校区
になっている県営東原住宅は、その一部につ
いては東原小学校と通り1本しか離れておら
ず、学区替えをすれば通学時間も短縮できる
がいかがか。

　学区の再編成につきましては、現在の学級数や児童
数の下で、具体的にどのような教育上の課題があるか
について総合的な観点から分析を行うとともに、地域の
コミュニティ活動にも影響が及ぶことから、保護者や地
域住民の皆様と共通理解を図りながら考える必要があ
ります。このようなことから、今後の児童数の推移を注
視しながら、必要に応じて検討してまいりたいと考えてお
ります。

Ｅ
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平成３０年度市政懇談会意見要望回答(全３６件） とき：７月１０日（火）　会場：塩原公民館（塩原庁舎）

Ｂ：実現に努力しているもの
Ｄ：実現が極めて困難なもの
Ｆ：現状等の説明を求められたもの

№ 地区 項目 意見要望 回　　答 分類

■企画部

1

古町３丁
目

（塩原地区
自治会長

会）

旧視力セン
ターの跡地
利用

　旧視力センター跡地の利用について、国
との取得交渉の進捗状況を知りたい。ま
た、跡地利用の具体的な計画はどのような
組織で作られるのか、計画を策定する場に
塩原地区の住民を加えてほしい。

　平成２９年５月３１日に、土砂災害計画区域及び土砂
災害特別警戒区域を除いた土地の取得を要望したとこ
ろでありますが、市が希望する取得面積や残地に関す
る国の考え方等を調整し、最終的には国の審議会の承
認を得なければならない案件であるため、市及び宇都
宮財務事務所で検討中です。
　取得できる運びとなった場合は、地元の皆様にも積極
的に参画いただきたいと考えております。

Ｅ

当日 上町
課名による
カタカナ表
記

　最近カタカナ言葉が多くて分かりにくい。
市でもシティプロモーション課という課がで
きたが、何をしている課なのかわからない。
市役所なのだから日本語表記にしてほし
い。

【副市長】
　「シティプロモーション」という横文字の表記についてで
すが、現在、日本語化した横文字も数多くあり、行政で
も横文字を取り入れているところです。ただ今のお話は
御意見として承ります。

Ｅ

〃福渡当日

【分類】
Ａ：要望等の趣旨に沿って措置したもの（既に取り組んでいるも
の）
Ｃ：当面は実現できないもの
Ｅ：意見・提言として受けたもの

Ｅ

　地元の期待の高さが感じられます。しかし、具体的な
事業について、現段階ではどのような方向と示すことが
できない段階ですので、ご了承いただきたい。また、地
元の経営への参画、地元の機運の醸成といった提案を
いただいたが、そこは非常に大切なことだと思う。いざ動
き出す際には、これらがないと動き出すことができない
ですし、従来型の施設の整備のように「この施設を一つ
作ればお客さんが来る」といったことはないと思ってい
る。今は取得がまだ決まっていない段階で、地元の皆さ
んにも取得の運びとなったら参画してもらいたいと話をし
ましたが、それ以前に、地元でいろいろな話をしていた
だき、準備をすることはできるのでご尽力いただけると
ありがたい。

【関連質問】
　旧視力センター跡地の取得については真
摯に対応していただき、地元としても大変
心強く感じている。しかし、本来の目的は、
土地を取得することではなく、その場所に
塩原温泉の観光に寄与するような、また、
市の行政に貢献できるような観光拠点とな
る施設を作ることだと思う。国や県でも観光
を産業として重視して政策を進めている。
市としても、将来的な行政経営の中で、観
光産業を発展させることが非常に重要では
ないか、またその中で塩原温泉が拠点とし
て重要視されるのではないかと考える。地
元からは跡地について、元々皇室のもの
だったのでそのような歴史資料館を作ると
か、文化公演をするためのホールを作るな
ど、あるいは、広域避難場所が塩原支所だ
けなので、福渡地区にもう一か所広域避難
ができる防災拠点としての機能を備えるの
もよいのではないかというような様々な声
が聞こえてくる。旧視力センター跡地の利
用については、塩原温泉を再生させる最後
の大きなチャンスだと思う。このチャンスを
活かす為、塩原温泉としても将来像を見据
えた大きな観光の計画を立てて、その一ス
テップとして跡地利用について考えるのが
重要だ。跡地利用について地域住民と真摯
な話し合い・参画のもとに、後世に残るよう
な観光施設を作ってほしい。
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№ 地区 項目 意見要望 回　　答 分類

■総務部

当日 上町
市役所（本
庁舎）の駐
車場

　市役所の駐車場に「議会開会中は一般車
の駐車はご遠慮ください」との看板がある
が、どのような意図で置いてあるのか。

　現在、３月、６月、９月、12月の年4回議会を開催してお
り、その会期中は北側駐車場の一部２６台分を議員用
駐車場として確保しています。しかし、３月議会について
は申告の時期で多くのお客様が市役所を訪れるため、
西側の職員駐車場に議員駐車場を設けており、一般の
駐車場に支障がないように計画しているのでご理解を
いただきたい。

Ｆ

■生活環境部

1 塩の湯
バス料金見
直し

　通院等、市内の移動手段としてのバスの
料金を市内全域で一律化してほしい。

　市内のバスは、複数の民間バス及びゆーバス等があ
り、運賃体系も異なるため一律化は難しいと考えます。

D

2 門前 防犯対策

　街中に防犯カメラを設置してほしい。犯罪
の抑止効果が期待でき、住民や観光客が
安心・安全に過ごすことができる。また、警
察官による夜間巡回も犯罪の抑止力となる
と思うので検討してほしい。

　防犯カメラの設置につきましては、昨年度実施した自
治会長へのアンケートにおいて、半数以上の自治会か
ら防犯カメラ設置の希望がありました。これを受けて来
年度からの民間の防犯カメラ設置に対する一部補助の
実施について準備しているところです。
　警察官による夜間巡回につきましては那須塩原警察
署へご意見としてお伝えしました。

B

■保健福祉部

1 塩の湯

寒冷地対
策
（燃料費補
助）

　塩原温泉では暖房に使う燃料が他の地
区より割高になっている。今年の冬は特に
寒さが厳しく暖房用燃料の消費が多かっ
た。厳冬期の健康維持のため燃料費の補
助をお願いしたい。高齢者世帯や低所得者
世帯に対してだけでも実施してもらいたい。

　冬場の暖房用燃料代については、本市の気候からす
れば、基本的にどの世帯においても必要な生活経費で
あり、こうした生活経費への一部地域での補助は、公平
性を保つことができませんので、実施は困難であると考
えます。

Ｄ

■産業観光部

1 下大貫
農道の補
修

　県道石上・関谷線と大貫・三区線との交
差点から西に向かう道路で、高速のアン
ダーから更に西（箒川の方）に行くと、やが
て未舗装となり、箒川の方に下る坂道とな
る。降水時は雨水が流れ込み川のように
なってしまう。その結果、砂利が流されて路
面も凸凹になってしまうので、舗装をしてほ
しい。
　また、この道路の北側約３００ｍの場所に
も同様の道があるので、併せて整備してほ
しい。

　農道のアスファルト舗装の要望は数多くあり、順次整
備しているところであるため、今回の要望路線について
も順次対応していきたいと考えております。
　後日要望書の提出をお願いいたします。

Ｂ

2

古町３丁
目

（塩原地区
自治会長

会）

野生鳥獣
対策

　野生鳥獣による被害防止について、引き
続き対策をお願いしたいが、今年度の政策
を知りたい。

　巡視員による巡回や猟友会の協力による野生鳥獣の
捕獲や駆除を実施します。また、市野生鳥獣被害対策
協議会を通じて、防護柵設置費用の助成を予算の範囲
内で行います。

Ｆ

22



№ 地区 項目 意見要望 回　　答 分類

当日 上の内 〃

【関連質問】
　野生鳥獣問題について、上の内地区でも
サル、シカ、イノシシなどが出るが、巡回を
してもらっていて助かっている。八郎ヶ原放
牧場のシカの駆除については、以前は特
定の人が行っていたが、それに問題がある
ということで、別体制で駆除を行うように
なったが、駆除した動物の処理に困り、な
かなか駆除をしてもらえず被害が増えてい
ると聞く。猟友会の中でも真剣に取り組ん
でくれる人に依頼するのが良いのではない
かと思う。駆除を行うといくらかの補助金が
出るため、そのことが変な憶測を呼んで今
のような状態になってしまっているので、う
まく調整して、従来どおり駆除してもらえる
ようにしてほしい。

　現状について把握しているので、駆除がスムーズにい
くように猟友会と調整をしてまいりたい。 Ｂ

3 上塩原
市道畑向
線の法面
崩落防止

　上塩原地内にある市道畑向線の道路法
面（上塩原ごみステーション、№6240-0010
付近から北に１００ｍ程の区間）は、赤川か
らほぼ垂直に立ち上がっていて、大規模な
崩落が万が一発生した場合、道路沿いの
住民を巻き込む恐れがある。実際、２０１５
年９月にはこの場所から３００ｍ離れた場
所で大規模な崩落が起きた。大事故になる
前に崩落防止の対策をとってほしい。

　治山事業として、引き続き県に対し事業要望をしてい
きます。（H２９．８月　県に対し要望済） Ｃ

4 上の原
貯水槽タン
クの整備

　水不足に備えて、飲み水に使用する貯水
タンクの拡張をお願いしたい。

　「水不足に備えて」とのことでありますので、引き続き
状況の把握に努め、検討してまいります。

Ｅ

当日 新湯
観光マス
タープラン
の策定

　観光マスタープランを策定するとの事だ
が、具体的なことが伝えられていない。現
状から何年後を見据えて作るのか、策定メ
ンバーは誰を中心とし市民を入れるのかど
うか、策定したマスタープランをどの時期に
発表するのか教えてほしい。

　観光マスタープランについては、来年度末までの策定
を目指し、今年度準備を進めています。策定メンバーに
ついては、現在原案を作成中であり、個別に当たってい
る状況です。

Ｆ

■建設部

1 上横林
道路の拡
張整備

　上横林地区を通る県道は、道幅が狭く歩
道もない。通勤・通学時間帯はスピードを出
している車が多く、子どもたちが危険に感じ
るときもある。また、以前からダンプカーな
ど大型車もよく走っているが、クリーンセン
ターが稼働してからは、ごみ収集車の走行
量が大幅に増えた。中にはかなりスピード
を出している車もあり危険だ。接骨木・横林
地区は道路の整備がされているので、上横
林地区も同様に整備してもらいたい。

　県に確認したところ、歩道整備事業につきましては、県
管理道において市内各所で実施している状況ですが、
ご要望頂いた箇所については、現在整備予定はない状
況で、大田原土木事務所管内では歩道未整備箇所が
まだ多くあり、自動車交通量、歩行者数、地元の要望等
を考慮して整備していきたいと考えておりますので、今
後の状況等をみながら市と調整し検討していきたいとの
回答を得ております。市としましても、今後の状況を踏ま
えながら県と調整の上、整備要望を検討していきたいと
考えております。

C

2 下大貫 側溝の蓋

　県道石上・関谷線の歩道には側溝があり
蓋がかかっているが、硬くて開けることがで
きない。火災の際に水利として利用できると
思うので、グレーチングなどを開けられるよ
うにしてほしい。

　県に確認したところ、現場確認の上、人力による開閉
が可能なグレーチングの設置等、対策について検討し
たいとの回答を得ておりますので、現場を教えていただ
き、県と調整したいと考えております。

B
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№ 地区 項目 意見要望 回　　答 分類

3

古町３丁
目

（塩原地区
自治会長

会）

空き家対策

　策定された「那須塩原市空き家等対策計
画」に基づく、塩原地区内における具体的
な空き家対策の進捗状況を知りたい。ま
た、空き家対策に市民の理解と協力を得る
ため、広く市民に「対策計画」を周知する必
要があると思うがいかがか。

　「空き家等対策計画」に基づく、塩原地区内における
具体的な空き家対策の進捗状況ですが、平成28年度に
実施した「空き家等実態調査」の結果、６１９件の空き家
等が存在することが判明しました。
　また、平成３０年５月末現在で１５件の空き家に対する
相談があり、そのうち６件が解決しております。
　なお、未解決の９件のうち、２件を空家等対策の推進
に関する特別措置法に規定する「特定空家等」に認定し
ており、助言・指導通知を送付し、現在所有者と解体に
向けて交渉を進めている状況です。
　対策計画の周知につきましては、本年１２月に市民や
不動産関係者等を対象に「空き家対策セミナー」を開催
し、空き家対策について広く周知を図る予定です。

B

4 塩の湯
道路の側
溝整備

　八方ヶ原に抜ける県道５６号線は大雨が
降ると川のようになってしまうので側溝を整
備してほしい。

　県に確認したところ、路面排水については路肩にアス
ファルトカーブを設置して民地側に路面排水が流れ出な
いように対策しております。要望の箇所については現場
確認の上、対応を検討したいとの回答を得ておりますの
で、雨により要望のような状況になった際に、市に連絡
をいただければ、県と調整したいと考えております。

B

5 塩の湯 都市計画
　塩の湯地区の将来像（道路整備やまちづ
くり全般）について、都市計画を中心に教え
てほしい。

　塩の湯地区における、都市整備などに関する事業の
計画は現在のところありません。

F

6 高阿津
ふるさと農
道の整備

　ふるさと農道（金沢～高阿津）の国道４００
号（千本松）までの早期開通を望む。

　以前計画のあった「ふるさと農道」としての整備は、補
助金のメニューが無くなったため農道としての整備は難
しいと考えております。
　また、ご要望の路線は、新市建設計画の主要道路網
整備事業として計画されている「洞島青木線、金沢中横
林線」の金沢側の区間となります。現在、道路整備につ
いては、「第２次那須塩原市道路整備基本計画」に基づ
き事業を進めており、第２次計画後期には「（仮称）洞島
横林線」として洞島・横林間の整備を計上しております。
横林・金沢間の整備については、その後の事業実施区
間と考えております。

C

7 上塩原
公衆トイレ
の設置

　要害公園に公衆トイレを設置してほしい。
この公園には公衆トイレが常設されてなく、
期間限定で仮設トイレが置かれているだけ
である。そのため、公園を訪れる人たちが
困惑している状況。年数回だが小学生と思
われる団体が公園の地層確認のために訪
れることがあるが、トイレに困っている。ま
た、仮設トイレは特に夏場は悪臭がひどく、
快適に使用できない。
国道４００号沿いにトイレ設置のために必
要な土地の無償提供の話もあるので、トイ
レの設置について検討してほしい。

　公園所有者であります県に確認したところ、要害公園
の規模や利用頻度、トイレの設置費用から判断し、県が
常設トイレを設置するのは困難ですとの回答を得ており
ますことから、今後とも市で設置しております仮設トイレ
の維持管理に努めてまいりますので、ご理解をお願い
いたします。

D
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№ 地区 項目 意見要望 回　　答 分類

当日 上塩原

道路の冠
水とそれに
伴う被害補
償について

　過日の雷雨により、関谷地内の道路が冠
水し、そこに車が突っ込んで故障し、立ち往
生してしまう事件があった。その場所は少し
周囲よりも低くなっていて、また隣接してい
る民有地にあった盛土がダムのような役割
を果たしてしまい、その結果、水が溜まって
しまった。このままだと、強い雨が降るたび
に同じようなことが起こると思われるので、
対応がどうなっているのか知りたい。また故
障した車の所有者に対する補償はどのよう
になっているのか。

　問題の道路は県道ですので、県が管理をしています。
既に大田原土木事務所で地権者の了解を得て、ダムと
なっている盛土について撤去する作業を行っています。
また、補償についてですが、今回は県が管理している道
路で事故が発生しているため、県と交渉してもらうように
なります。
参考としてですが、市が管理する道路で管理者の落ち
度（穴ができて放置していた等）により事故が発生した
場合、運転者がその状況を目視できたか事故発生時の
状況（天候や時間帯等）により、保険で過失相殺が行わ
れ、補償がなされます。

F

■建設部・塩原支所

当日 西三島
明神橋の
架け替え

　中塩原地区の箒川に架かっている明神
橋は、以前は車も通行できる橋だったが、
老朽化し、大震災の影響もあり、現在は歩
行者か自転車等しか通行できない。以前、
架け替えについて市に要望したが予算の
都合上、架け替えはできないとの回答だっ
た。しかし、橋には温泉や水道管も設置さ
れているので、定期的な橋のメンテナンス
は必要だし、架け替えが無理なら以前のよ
うに車が通行できるように改修してほしい。

【建設部】
　平成２６年に道路施設長寿命化計画を作成するよう法
律が変わり、この計画は５年間で作るようになっている
が今年がその最後の年になっています。市内には２００
以上の橋があり、それらすべての点検が今年中に終わ
ります。また並行して門型の標識等やコンクリートの通
路などの調査も行っており、その後、今年中に長寿命化
計画を作るので、その中で方針を決めていきたい。

【塩原支所】
　温泉管なども守っていかなければなりませんし、個々
の問題についてもその都度相談を頂ければ幸いです。

Ｃ

Ｅ

①Ｃ

②Ｂ

③Ｃ

1 蟇沼
道路の維
持管理・安
全確認

①蟇沼折戸線の路面改修工事が２７年度
行われ、公民館入口手前までの約２００ｍ
が整備されたが、沼大神線に至るまでの区
間が２年たっても未改修のままになってい
る。今後整備されると思うが、今年度の改
修計画（実施時期、区間等）とあわせて、全
体の計画を知りたい。
②蟇沼折戸線のうち、県道３０号線から蟇
沼方面に至る約１０ｍの区間が水道等の路
面切込み工事等後の大型車両の往来等に
より、凸凹が極めて激しく、ハンドルを取ら
れることもあり危険を感じることがある。早
急に路面の改修を要望したい。
③蟇沼湯宮線の蛇尾川右岸ひきぬま大橋
から蟇沼地区共同墓地に抜ける坂道部の
区間については、以前から改良・安全管理
等の要望してきた。しかし管理はしてもらっ
ているものの、路面の凸凹は年々激しさを
増し、特に雨天後は土砂が流出するため路
面状態は極めて悪くなり、ハンドルを取られ
ることもある。山肌の木々等も大きくなり道
路上に張り出していて倒木等の危険も感じ
る。湯宮方面から地区内の事業所に通勤
する車両のほか、夏休みを控えて川遊びに
来る車両がこの区間を利用することも多く
なるため、区間の全面改修と石垣の設置を
強く要望する。

【建設部】
①当路線については、現時点で改修の予定はありませ
ん。今後については、舗装の状況を見ながら適切な維
持管理に努めていきたいと考えております。

【塩原支所】
②大型車の往来が多く、改修が必要であることから、道
路の改修工事を検討してまいります。
③要望路線については、早期の改修予定はありませ
ん。今後も定期的なパトロールを実施し、必要に応じて
補修等を行いたいと考えております。
また、石垣設置要望については、今のところ設置予定は
ありません。法面からの土砂流出等があった場合には
適宜撤去してまいります。
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№ 地区 項目 意見要望 回　　答 分類

■上下水道部

1 塩の湯

寒冷地対
策
（水道料
金）

　寒冷地の住民に対し、厳冬期（１～３月）
の水道料を減免してもらいたい。通常、冬
季は凍結防止のためにやむなく少量の水
を垂れ流しているが、今年は寒さが厳し
かったため、垂れ流しておく水量も多くせざ
るを得なかった。

　水道料金の冬季出し流し減免措置制度については、
市町村合併の協議事項に基づき、平成２０年度をもって
廃止しました。水道使用者間の負担の公平性の観点か
ら、改めて減免措置制度を設ける考えはありません。
　なお、凍結防止には、屋外の水道管や蛇口等に保温
材や電気を使った凍結防止帯を巻いたり、メーターボッ
クスに保温材を詰めるなどの方法で対策をとっていただ
くようにお願いしているところです。

Ｄ

■教育部

1 塩の湯
文化会館
（ホール）設
置

コンベンション施設としての塩原文化会館
が閉鎖されて久しい。那須塩原駅周辺（市
役所新庁舎併設など）に収容人数２，０００
人規模の文化会館（ホール）を造ってほし
い。

　本市では黒磯文化会館(大ホール１，４５０席）を本市
における文化発信の基盤施設としておりますので、現時
点では那須塩原駅周辺に文化会館を造る予定はありま
せん。

D

当日 上の内
土地改良
区の事務
所移転

　現在、箒根公民館内に土地改良区の事
務所が入っているが、建物の老朽化のた
め、2年以内に移転するように言われてい
る。土地改良区は農家にとって大切な組織
なので、何とか近くに事務所が入れそうな
場所を貸してほしい。例えば、以前ゆーバ
スの事務所があった建物は現在使用して
いないので、そういうところはどうか。

　箒根公民館は老朽化が進んでおり、雨漏りなどもして
いる状況です。そういうことから、現在、箒根公民館を利
用している方に対して、別の施設を使用してもらうよう調
整を図っているところです。土地改良区の事務所につい
てもあまり遠くない所で良い場所がないか市としてもあ
たっていきたい。

B

■上下水道部・塩原支所

当日 西三島

市発注の
工事終了
後の検査
体制

　中塩原地区内の市道（塩原小中学校前
の道路）に水道なのか温泉なのかわからな
いが、工事が行われていたが、この工事に
ついて、地元に説明等はなかったようだ。こ
の市道に沿って自分が所有する畑がある
のだが、畑の脇に工事で出た石が積んだ
ままになっている。工事の残骸がそのまま
になっているということは、工事完了の検査
について手落ちがあるのではないか。ま
た、発注金額によって検査体制が異なって
いるのなら、その金額や検査体制がどのよ
うになっているのか。

【市長】
　市が発注した工事の完了検査についてですが、工事
の額に関わらず、全て発注した責任が市にあるので、市
の検査担当職員が行っています。しかし今回のような事
案が出てきたので、現場を十分確認させる等、検査を徹
底させます。

【上下水道部長】【塩原支所長】
　現場に石が残されたままになっていることについて、
お詫び申し上げます。水道または温泉のどちらかの可
能性があるが、詳しい状況等が分からないため、現場
等を確認・調査を行い対応いたします。

Ａ

（塩原）
Ｅ

■塩原支所

1 下大貫
道路の補
修

　大貫・三区線（下大貫の集落センター前）
は路面が窪んでしまっていて、雨が降ると
深い水溜でハンドルを取られて危険なた
め、補修してほしい。

　舗装面に水溜りが出来ないよう舗装面の補修を行い
ます。

A

2 下大貫
道路の補
修

　大貫・三区線（下大貫の集落センターから
東に行ったところの会津中街道との十字
路）は大型車も通るため路面が荒れてい
る。鉄板を敷設するなどして補強してほし
い。

　本十字路については、大型車両の右左折による損傷
が著しいことから、舗装面の補修工事を行います。

A
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№ 地区 項目 意見要望 回　　答 分類

3 下大貫
カーブミ
ラーの設置

　県道石上・関谷線と大貫・三区線との交
差点から西に向かう道路で、しばらく行くと
高速道路のアンダーがあるが、アンダー出
口（西側）の見通しが悪いのでカーブミラー
を設置してほしい。

　設置要望箇所は、道路幅員が狭小であることと、農地
（水田）に隣接していることから、耕作者や地元との調整
を行い設置に向けて検討してまいります。

B

4
古町1・2

丁目
側溝整備

　古町１・２丁目地内（特に７・８班）の側溝
に蓋がないため、多くの枯葉が入ってしま
い、春の大清掃では大変苦労している。範
囲も広範囲で住民も高齢者が多く人口も減
少しており、清掃も１日では終わらない。側
溝に蓋を設置してほしい。

　側溝の蓋掛けにつきましては、今のところ設置予定は
ありませんが必要に応じて整備を行ってまいりたいと考
えております。また、側溝清掃が困難な箇所について
は、市で実施するよう検討してまいります。

C

5 塩の湯
遊歩道の
整備

　八方ヶ原線歩道を整備してほしい。特に
各滝等（咆哮霹靂の滝や雷霆の滝、スッカ
ン沢）に続く古道を残してほしい。

　昨年に引き続き歩道管理者の県に修繕要望をしてま
いります。
　県に確認したところ、落石、崩落箇所があり、歩行者
の安全が確保できないため、引き続き通行止めとさせて
いただきます。

C

6 高阿津
防火水槽
の設置

　高阿津集落センター付近に防火水槽を設
置してほしい。以前も要望したが、近くに堀
があるため設置されなかった。しかしその
堀は防火用水として認定されていないの
で、改めて防火水槽の設置を要望する。

　防火水槽は、支所毎に年１カ所の設置計画となってお
ります。塩原支所管内には、現在６カ所の設置要望があ
りますので、関係機関と必要性について十分に協議を
行い、優先順位によって計画的に整備を行ってまいりま
す。

B

7 上塩原

法面崩落
防止とガー
ドレール設
置

①２０１５年９月の豪雨で市道元湯線と赤川
間の法面が崩落し、今後も降雨により法面
が崩れると道路が崩れてしまう恐れがある
ため、早急に対策をしてほしい。
②この場所は坂道で急カーブであるにもか
かわらずガードレールが設置されていない
ため、通行車両が転落する可能性がある
のでガードレールを設置してほしい。

①昨年も法面の崩落防止対策の要望を行いましたが、
引き続き、県に対し治山工事として要望してまいります。
②また、ガードレールの設置については、現地確認を行
い、安全確保が必要であるため、ガードレールを設置す
るよう検討してまいります。

①E

②A

8 中塩原
水路の蓋
の設置

　中塩原地内（白戸地区）にある水路の桝
に蓋を付けてほしい。（中塩原７５７付近、
道路西側）

　現地を確認し、６月中に水路の桝に蓋を設置いたしま
した。

A

9 中塩原
防風ネット
の設置

　例年防風ネットを設置してもらっている
が、中塩原８７２－１付近の道路北側に新
たにネットを設置してほしい。

　冬季間の現場状況を確認し、設置について検討してま
いりたいと考えております。

E
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平成３０年度市政懇談会意見要望回答（全３７件） とき：７月１９日（木）　　会場：西那須野庁舎

Ｂ：実現に努力しているもの
Ｄ：実現が極めて困難なもの
Ｆ：現状等の説明を求められたもの

№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

■企画部

1 太夫塚
文書の配
布回数

　広報や回覧物が多すぎる。紙代や印刷代も
相当な金額になると思う。また、回覧を回す
班長も高齢化が進み持ち歩く事も出来なく、
班長を辞退したり班を脱会する人が増えてい
る。その他の個人のコンサートのお知らせも
多いので、出来れば、月２回を１回にして貰
い、必要最小限にしてもらいたい。参考まで
に大田原市は、月１回です。

　文書の配布にあたっては、皆様に大変なご苦労をお
かけしていることは十分に認識しているところであり、改
めて御礼申し上げます。
　一方で、市政情報の発信・提供は市政運営や協働の
まちづくりに欠くことのできない大切な部分でありますの
で、御理解と御協力をお願いし、併せて、広報の発行や
文書配布のあり方については、市民の意向を踏まえな
がら検討してまいります。

Ｅ

2 太夫塚
新庁舎建
設

　現在、新庁舎を建設する計画が進められて
いるようだが、多くの市民にとって多額の資金
を投入して、新庁舎建設の必要性があるの
か。市民が住んでいる身近な場所で、市政に
関する要件を満たせるようにする時代ではな
いのか。

　既存本庁舎が抱える狭あい、行政機能の分散、バリア
フリーへの対応や老朽化といった課題とともに防災機能
や市民交流スペースの不足などの行政課題に対応する
ためにも新庁舎の建設は必要であり、新庁舎を建設す
ることで市民の利便性向上につなげていきます。また、
西那須野・塩原庁舎については地域の実情に応じた必
要な行政サービスを継続して提供するとともに、有事の
際の防災拠点としての機能を備えるものとします。

Ｅ

3 四区町
市政懇談
会のあり方

　市政懇談会は、夜間（午後７時から）や休日
に開催してほしい。また、参加者を自治会長・
自治公民館長・コミュニティ会長に限定してい
るのはなぜか。

　市政懇談会については、毎年、自治会長や自治公民
館長にアンケートを行い、現在の開催形態をとっており
ますが、今後も皆様の御意見を伺いながら開催形態を
検討してまいります。
　参加者については、市民であればどの会場にも参加
いただくことができ、市広報誌やホームページで周知を
しているところです。

Ｆ

4 西三島
市政懇談
会のあり方

　当自治会では、市政懇談会において行政に
要望する案件はほとんど提出しない。 つま
り、提言・意見として提出しているが、ほとん
どの案件が理由を付けて一言の元に否定さ
れる。また、検討しますと回答した案件も、行
政からはその後の進捗すらフィードバックされ
ないのが現状。
　広く市民の意見を聴いて市政に反映させる
という名目だけの実績づくりであれば、市政
懇談会を開催する必要はないと考える。ま
た、毎回自治会長・公民館長のみの出席で一
般市民が出席できないということは「広く市民
…」の趣旨からはかけ離れていることから、平
日の昼間に開催するのではなく、女性・学生
等各世代が参加できる日程の工夫が必要と
考える。
　自治会長からの問題提起については栗川
市長時代に実施した首長と自治会連絡協議
会等との意見交換会を再開した方がよろしい
かと考える。

　市政懇談会については、行政への意見要望をいただ
ける貴重な場であることから、今後も継続していきたいと
考えます。併せて、懇談会後の要望等に対する進捗状
況等についても市ホームページで公開しておりますが、
フィードバックの仕方については今後も検討してまいりま
す。
　参加者については、市民であればどの会場にも参加
いただくことができ、市広報誌やホームページで周知を
しているところですが、市政懇談会の開催形態について
は、多くの人が参加しやすいよう、検討してまいります。
　また、自治会長連絡協議会等との意見交換会につい
ても有意義なものと考えておりますので、開催の形態等
について検討してまいります。

Ｂ

【分類】
Ａ：要望等の趣旨に沿って措置したもの（既に取り組んでいるもの）
Ｃ：当面は実現できないもの
Ｅ：意見・提言として受けたもの
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№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

当日 五軒町
懇談会の
資料

　今回配布されたこれらの回答については、
いつ頃市長等の承認を受けて制作したもの
か。

　一週間ほど前に市長の決裁を受けて作成したもので
す。 Ｆ

当日 〃 〃

【関係質問】
　回答については、もう少し早めに作成し、事
前に配布してもらえれば、説明の時間が少な
く、再質問や意見を述べる時間が多く取れる
ようになると思う。また、回答についても「検討
する」という内容が多い。これは仕方のないこ
とだと思うが、例えば、今回、月２回の文書配
布についての質問に対して、「市民の意向を
踏まえながら検討していく」とあるが、その後
の検討結果がどうなったかをホームページで
もよいので周知してほしい。

　回答書の事前配布については、出るだけ早く配布でき
るよう考えてまいりたい。
　また、月２回の文書配布については、現在、月２回実
施しているのは県内でも本市のみとなっています。ただ
先の回答でも示した通り、情報をどのようにして市民の
皆さんに伝えるのかというのも重要な課題であり、もし１
回に減らす場合は、どのような方法で情報を確保するの
かという検討と、併せて市民の皆さんに対してアンケー
ト調査も実施したいと考えており、過去に行った調査で
は２回を望む声が多かったため現在の形となっています
が、時間の経過とともに考え方も変わってきますので、
再度アンケート調査をさせていただき、その結果も踏ま
えて考えていきたい。

Ｂ

5 西三島
新庁舎建
設

　現在、新市庁舎建設に関して基本計画を策
定するための市民検討懇談会を開催してい
るが、以下の理由から、必要最小限の規模と
機能を有する建築物とされたい。

①市では人口減少時代を想定して、コンパク
トシティを標榜し、市内にある三つの駅周辺を
居住推進地域と定めている。従って人口減少
社会に見合った業務量を想定したコンパクト
な容積が妥当であると考える。

②行政機能の中枢部だけを新庁舎に入れて
コンパクトな建屋にすべきである。つまり、企
画、財務、総務、教育委員会そして議会のみ
が入居する。その他の部署は現庁舎や支所
に入居する。

③黒磯のみを優遇せず、現市役所は西那須
野・塩原と同格の黒磯支所として今後とも利
用すべきである。

④基本構想には市民サービスの向上やワン
ストップサービスを提供できると謳っているが
日常生活で新庁舎に赴くのは黒磯市民と事
業者のみで、西那須野・塩原の住民は支所で
こと足りており、新庁舎に足を運ぶことは稀で
ある。新庁舎は黒磯市役所と揶揄されている
のはご存知か？

⑤現市長はTOKYO2020 に起因して建設資
材等が高騰するという理由で建設を先送りし
たが、結果資材価格は高止まりのままで、所
謂、選挙戦略でしかなかったと市民は感じて
いる。

⑥県北発展のシンボル、ランドマークとしての
建屋であってほしい。そのためには行政機能
のみ入居するのではなく、１Ｆに商業施設、上
部階にはホテルなどの観光客誘致施設等が
入居する総合ビルとしたい。

　新庁舎の建設に当たっては、御要望にある通り、将来
を見据えて無駄な投資とならないよう検討を進めてまい
ります。
　市民の利便性や行政の効率性、建設時のイニシャル
コストや建設後のランニングコスト等の様々な観点から
検討し、基本計画を策定してまいります。

Ｅ
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№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

当日 太夫塚 情報発信

①市民に対する情報発信というが、市民とは
誰を指すのか。また、自治会への加入率はど
のくらいなのか。併せて自治会に加入してい
ない人については回覧は回らないがどのよう
にして情報を届けるのか。
②市の広報誌は紙が厚くて重い。もっと薄い
紙にして、シンプルにしてほしい。また、アン
ケートは自治会を通してやってほしい。

①市民とは、自治会に入っている人だけでなく、当然、
入っていない人も含めます。また、自治会加入率です
が、６０％代となっています。自治会未加入者に対して
は、ホームページなど様々な方法を駆使していますが、
なかなか難しい状況です。
②広報誌やアンケート方法については御意見として承り
ます。

①Ｆ
②Ｅ

当日 不明
今後の市
の方向性

　１０年後の本市はどのようにあるべきなの
か、市長の夢とビジョンを教えてほしい。

【市長】
　昨年策定した第２次那須塩原市総合計画の中で、「人
がつながり新しい力が湧き上がるまち 那須塩原」という
将来都市像を設定しました。これは１０年後を見据えた
もので、これに向かって我々はまちづくりを進めていきた
いと考えています。残念ながら、現在、人口減少に入っ
ていますので、この人口減少にいかにして歯止めをか
けるのか、新たな定住・移住等をこれからも模索をして
いきたい。本市は様々な恵まれた要件を持っています。
それらをもっと活かしながら那須塩原市としてのまちづく
りに努力していきたい。

Ｆ

■生活環境部

1 西三島
高齢者の
運転免許
返納促進

　高齢者が引き起こす交通事故が社会問題と
なっており、事故抑止対策として免許証の返
納を勧めているが、交通の便が悪い地域で
は、返納したいが、買い物・通院等生活に支
障をきたすということで、不安を抱えながらも
返納をためらっている高齢者が多くいる。
　本市では免許証返納に対するインセンティ
ブとして、初年度のみ ２万円分のタクシー券
を配付しているが、これでは免許証を返納す
る高齢者はいないと思う。
　行政は、ゆーバスやデマンドバスのきめ細
やかな運行で、ニーズに対応できると思って
いるようだが大いなる錯覚だ。交通行政の抜
本的な見直しや地域包括支援システムの推
進を図り、商工会や医師会と連携して“買い
物・通院難民”をなくすことに知恵を出すほう
が良いと思う。

　今年３月に策定した「那須塩原市地域公共交通網形
成計画」に基づき、今年１０月から再編計画の第一段階
を実施する予定になっておりますので、第二段階に向け
て計画していく中での参考とさせていただきます。

E

2 西三島
瓶の分別
回収

　本年度から資源再利用率向上を目的とした
瓶の分別回収がスタートした。
　導入前の市からの説明では、１年間は猶予
期間として指定回収日に間違って出された瓶
も回収する旨の説明があったが、現状では茶
瓶以外は回収せずに、残置されているごみス
テーションが多数ある。市から業者への周知
徹底がなされなかったことが原因かと思うの
で再徹底をお願いしたい。
　自治会としても早期の分別定着に向けてご
み減量推進員を中心に取り組んでまいりた
い。

　本年４月から「びん」の資源化率向上を図るため、色
分け回収を実施しておりますが、年度当初において、市
と収集業者との認識がずれていたため、収集業者に対
して、指導及び周知徹底を図っている状況です。
　また、市民の方々にはかなり浸透されてきていると感
じているところです。ご協力ありがとうございます。　今
後は、「びん」の分別が浸透してきている現状を踏まえ、
猶予期間の短縮も検討しながら、色分け回収がさらに
浸透するように、市民向けの周知と収集業者への指導
を引き続き実施してまいります。

A

3 永田町
防犯灯の
管理

　現在、永田自治会内には街路灯が９０基、
防犯灯が１３０基設置されているが、その内
西朝日町地区内の防犯灯１４基（１０Wの統一
電球にする以前に立てられたもの）が市の管
理になっていない。時々、照明がつかないと
の報告があり、早急に市の管理下に置くよう
要望する。

　市の管理番号（L-〇〇〇〇、[年度]-〇〇〇）が付与さ
れたＬＥＤ防犯灯の灯具修繕につきましては、平成３５年
度までの期限付きではありますが、市において予算の
範囲内で修繕を行っているところです。また、平成２４年
度以前に設置されたＬＥＤ防犯灯につきましては、現地
確認等を含めご相談させていただきます。

A
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№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

4 永田町
野良猫対
策

　野良猫問題については難しい問題ではある
が、地域内では必ず話題になる問題。野良猫
問題（全般）に対してなにかよい対策などがあ
るか教えてほしい。

　市では、猫の飼い主に飼養頭数のコントロール、終生
飼養、所有者明示、室内飼養といった適正飼養をお願
いしているところです。
　野良猫に対しては、エサを与えない、エサ場となるよう
な場所を管理し、エサをなくす。飼い猫のエサを取られ
ないよう管理するなどの対策があります。
　今年４月から避妊・去勢手術費用の一部を助成してい
ますので、飼い猫に対して手術を行った場合にご利用い
ただけます。

F

5 西三島

住宅地交
差点の交
通事故防
止対策

　西三島地内の生活道路は碁盤の目状に交
差しており、一時停止を怠って出会い頭に車
両同士が衝突する事故が発生している。
　一時停止の標識を認識できない箇所もあ
り、立て看板の更改等、行政においても対策
を検討してほしい。

　劣化した看板や見通しを悪くしている看板などについ
ては撤去し、交通安全対策については、那須塩原警察
署と連携して行ってまいります。

A

■生活環境部・教育部

Ｆ

E

1 西三島
子どもの安
全対策

　新潟市で小２の女児が連れ去られ未来を断
ち切られるという痛ましい事件が起きた。本県
でも平成１７年１２月に旧今市で同様の事件
があった。この事件をきっかけに、自治会やコ
ミュニティで、下校時見守り活動をしていこうと
スクールガードボランティアが発足し、事件か
ら１２年経過した今でも継続している。しかし
ながら、どこの自治会やコミュニティでも高齢
化によりボランティアが減少し、運営にアップ
アップの状況が続いているのが現実。
　現在スクールガードボランティア以外に、子
どもの安全を守るために市から委嘱を受け、
報酬も受けている交通指導員がいる。交通指
導員は現在、朝の登校時のみで、交通事故
防止が目的と考える。また、交通指導員の規
則では、朝７時から８時半までのおおむね１
時間となっている。
　ある場所を見学させてもらったが、1 か所は
７時２５分から７時５０ 分までの２５分間で児
童約１３５人を対応。もう一か所は、７時１８分
から７時２７分の９分間で４０人の対応と、場
所によっては１０ 分未満のところもあり、見守
り時間にばらつきがあった。
　そこで、意見だが、交通指導員の報酬を考
えた時、規則通りおおむね一時間は従事して
欲しいなどの対応も考えるべきではないか。
また、下校時の見守りをスクールガードボラン
ティアのみが頑張るだけでなく、交通指導員
や在宅の保護者も含め、地域ぐるみで見守っ
ていくという体制を構築すべきと考える。
　最近不審者情報も出ており、スクールガード
ボランティアだけにこれ以上負担をかけるの
は、いかがなものかと思う。
　市の考え方や改革について伺いたい。

【生活環境部】
　交通指導員は、登校時の立哨以外に、市・自治会・各
種団体等から依頼される行事やイベントの交通安全業
務も行っております。また、登校時間帯の立哨につい
は、立哨場所ごとに通過する児童生徒の人数や通過時
間帯が様々であるため、規則でおおむね1時間とし、各
学校の通学状況に合わせて行っております。
　交通指導員やスクールガード、地域住民を含めた下校
時の見守り体制については、今後、教育委員会や学校
と連携し、検討を行っていきたいと考えております。

【教育部】
　市教育委員会では、地域と学校が連携・協働して、地
域全体で子供たちの成長を支えていく活動、「地域学校
協働本部」事業を展開していく予定となっています。本
事業を推進していく中で、学校安全ボランティア（スクー
ルガード）の体制づくりにつきましても、検討していくこと
ができるものと考えております。
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■保健福祉部

1 西三島

高齢者ボラ
ンティアの
拡大に向け
た施策

　現在、那須塩原市では、介護施設における
ボランティア活動のみをポイントの対象として
上限５，０００円の商品券を支給しているが、
地域包括支援システムの推進と定着並びに
高齢者の社会参加と健康寿命の伸長を目的
として、対象となるボランティアの種類及び活
動場所等を拡大するとともに、ポイントは介護
保険料とし利用できるなど検討してはどうか。

①介護支援ボランティアポイント事業につきましては、介
護サービス施設等の受入施設でのボランティア活動を
対象としてスタートし、平成２９年度からは、いきいき百
歳体操に係る介護予防サポーターの体力測定を支援す
る活動を対象範囲に拡大したところです。しかしながら、
他市では、さらに広範囲な活動を対象としている事例も
ありますので、今後、研究してまいりたいと考えておりま
す。
②一方で、ポイントの介護保険料への利用は、多くの方
が、年金から特別徴収されており、介護保険の制度上
実施は困難です。ポイントと交換する転換品につきまし
ては、現行どおり、品物を自分で選ぶことができる商品
券としたいと考えておりますが、今後、転換品として適当
なものがあれば、選択肢の一つとして検討してまいりた
いと思います。

①C
②E

2 西三島

子どもの甲
状腺がん
検査の助
成

　福島県は、東京電力福島第一原発事故時
に１８歳以下だった約３８万人を対象にした甲
状腺検査を行っており、その結果、２０１７ 年
１２月３１日現在で、１９７人が甲状腺癌およ
び疑いで（最終的に１人が良性）、そのうち１５
４人が手術を行っている。
　原発事故以前から言われている甲状腺が
んの発生率は１００万人に３人と言われてい
るが、福島県で起きている現象は、原発事故
の影響が全く無いと言えるだろうか。
　市長は、いろんな場所で放射能対策アドバ
イザーの意見を踏まえ、現時点では甲状腺検
査は実施する予定はないと回答しており、市
民の不安軽減を図るため健康セミナーなどを
開催しているとのことですが、問題ない、影響
ないと言っても、福島県での異常な発生率の
現実がある以上、市民の不安を解消できてい
ると思っているのか。
　二つの市民団体が、那須塩原市で健康不
安を感じている保護者を何とかしてやりたいと
いう思いで、ボランティアで検査してくれる医
者を探し、受診者の寄付等で行っており、毎
回定員一杯で、これまで二つの団体で１２回
ほど実施。１０１５人が受診して、受けてよ
かったと感謝の言葉が聞かれる。
　エコー検査は将来の健康不安に対して解消
してあげる、まさに予防原則に基づき実施す
べきと考える。市長の英断を切に望む。

【甲状腺検査あるいは甲状腺検査助成の実
施自治体】
栃木県：日光市、那須町、塩谷町（２０１７年２
月より）
茨城県：北茨城市、東海村、高萩市、大子
町、かすみがうら市、つくば市、牛久市、常総
市、龍ケ崎市
千葉県：松戸市、柏市、我孫子市

　甲状腺検査については、本市の放射能対策アドバイ
ザーの意見を踏まえたうえで、平成２５年７月１２日開催
の放射能対策本部会議において、「現時点では甲状腺
検査は実施する段階にない。」との決定をしており、そ
の後も、放射能対策アドバイザーからは、現在も状況は
変わっていないとの意見をいただいております。したが
いまして、新たな知見等もないことから現時点において
甲状腺検査を実施する予定はありません。
　なお、市民の健康不安の軽減を図るため、検査を希望
する市民に対しては、現在受け入れ可能な検査機関の
情報について提供しております。

C
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当日 西三島 〃

【再質問】
　回答内容は昨年と同じで、変わっていない。
新たな知見というが、どのようなことか教えて
ほしい。また、受け入れ可能な検査機関の情
報の提供については、どのようなものか。

　新たな知見についてですが、具体的に申しますと、状
況が変わっていないということで、７年前に放射能漏れ
があったときに、こちらの地区については５ミリシーベル
ト未満であるということで、この段階において、市の有識
者会議の鈴木ゲン先生（国際医療福祉大）から助言を
いただいたところ、このレベルでは、甲状腺癌の心配は
ないということで、その後変わっていないという意味で
す。
また、検査機関の情報の提供についてですが、具体的
に申し上げますと、甲状腺癌の検査を行っているところ
の紹介になります。紹介先としては、福島県のヒラタ病
院、那須町の那須高原病院、那須塩原駅前の那須塩原
クリニックの３箇所の医療機関です。

F

当日 〃 〃

【再々質問】
　７月７日の報道で、今までに癌を発症した
り、癌の疑いがあるといわれた人の福島県の
集計結果に漏れがあったということが流れて
いた。漏れていた人数を加えると、福島県で
は既に２００人を超える人たちが癌または癌
の疑いになっている。また、今回漏れていた
人の中には４歳の子供も含まれていた。この
ことを鑑みても、もっと真剣に取り組んでもら
いたい。本市でも２つの市民団体が甲状腺検
査を１３回ほど実施し、１，２４９人も検査を受
けている。福島県の病院でやっているからと
言ってそちらを案内するのではなく、市民が受
けやすいよう近くでできるようにしたり、何回も
講座を開催しているようだが、１０回の講座よ
り１回の検診を受けた方が市民も安心すると
思うので、再度検討してほしい。

【市長】
　市で組織している放射能対策本部では、最低年１回、
様々な情報を収集し、対策を行っているところですが、
我々の放射能のアドバイザーを鈴木先生にお願いして
いるところで、新たな知見等が出てきたときには、ある程
度検討を加えていきますが、当分の間はこのような形で
対応させていただきたい。

C

3 西三島
健康ポイン
ト事業の導
入を

　県内各市・町で、健康ポイント事業を始めて
いるところが多くなっている。日光市、野木
町、大田原市、小山市、宇都宮市、芳賀町な
ど１６市・町が実施しているとの事。最近では
矢板市が７月より開始するようで、例えば一
日５千歩歩くと１０ポイント、８千歩で２０ポイン
ト、特定検診やがん検診の受診は５００ポイン
ト、まち中保健室を利用すると２０ポイントな
ど、１ポイント１ 円で、商品券などと交換でき
るらしい。他の自治体も同じように運動や検
診の受診、スポーツ教室などの参加でポイン
トを付与し、ポイントに応じて、商品券や図書
券、バス乗車券、温泉利用券など、様々な景
品やサービスなどが得られる内容となってい
る。
　自分ひとりで運動などの行動を起し、それを
継続的に続けることは、余程強い意志がない
とできないのが現実である。でも何かのきっ
かけや他人の後押しがあると、スムーズに入
れる事が多い。
　ぜひ、那須塩原市でもこのような健康ポイン
ト事業を行い、市民の健康に対する意識を高
める後押しをしていただきたい。市民も、やる
ことによって、ポイントが自身へのご褒美とな
れば、目標ができて、継続することができ、少
しでも医療費を抑えることになるのではない
か。

　健康ポイント事業につきましては、健康に対する問題
意識を喚起し、健康づくりを推進するための一つの方法
であると認識しております。
　県におきましては、来年度からの実施へ向けて検討を
しており、本市としましても、実施自治体での効果等を見
極めながら、検討してまいりたいと考えます。

B
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当日 三区町
地域包括
支援セン
ターの数

　現在の福祉計画が策定されて数年が過ぎ、
次の福祉計画を作ることになってくると思う
が、現在、地域包括支援センターの数が、人
口比でいうと黒磯地区と西那須野地区とでバ
ランスが悪くなっている。人口は両地区で同じ
くらいなのに、西那須野地区は東部と西部の
２箇所しかない。人口比的には西那須野地区
にあと１箇所ないと、今後、高齢化が進むと対
応が難しくなると思うので、計画を作る際は検
討してほしい。

　現在、市内には地域包括支援センターが、黒磯５箇
所、西那須野２箇所、塩原１箇所の計８箇所あります。
ご意見のように人口比で比べると、黒磯５箇所に対して
西那須野２箇所とバランスが悪いようにみえますが、地
域包括支援センター設置の基準として、人口の他に、カ
バーするエリアの面積が関係してきます。西那須野地区
は人口密度が高く、逆に黒磯は広範囲に人口が分散し
て密度が低いため、現在の箇所数となっていますが、箇
所数については、今後の状況を見ながら、研究をしてま
いります。

E

■子ども未来部

1 西三島
子どもの貧
困対策

　貧困環境におかれた子どもが社会問題に
なっており、子ども食堂の開設も全国に広
まっているが、この問題は一部の市民が知る
にとどまっている。
　本市の子ども未来部の対応を見ても個人情
報保護の観点と称して、市民が知っていれ
ば、社会的な支援が得られるであろう事案も
極秘裏に処理しようとしている。社会全体が
個人情報の呪縛に翻弄されているきらいがあ
るが、社会が声を上げるためには、行政も必
要最低限の情報提供があってもいいのでは
ないか。
　上都賀地区においては、市民を巻き込んだ
貧困対策に向けたシンポジウム等が盛んに
開催されている。本市も行政と市民が連携・
協働して、那須塩原市の未来を担う子どもた
ちのために一歩踏み出す必要があると考え
る。

　支援を必要とする子どもは、経済的な困窮だけでなく、
虐待やＤＶなど複数の困難な事情を抱えていることが多
いため、個人情報の取扱いについては、慎重に対応し
ているところですが、問題解決のためには、市民の皆さ
んへの情報共有が必要であることから、情報提供に向
け、検討していきたいと考えています。

※市内のこども食堂を市HPにて掲載
※市広報で子どもに関する特集記事を掲載

Ａ

■産業観光部

1 西三島
酪農経営と
異臭対策

　本市の基幹産業である酪農は市民の誇りで
もある反面、糞尿の異臭に悩まされているの
も事実である。
　県・市では施設の改善に関する補助金制度
を設けて環境改善に努めているが、効果は上
がっていないのが現実です。

コンパクトシティや居住誘導地域の設定は
まさしく住み分けという概念であることから、
将来的に人が居住し生活するエリア、酪農を
営むエリア、農業・林業を推奨するエリアな
ど、駅を中心に同心円で線引きする基本構想
を策定し、実現していただきたい。

　家畜排せつ物処理法の規定により、酪農家は、糞尿
を適切に管理するよう義務付けられています。県・市等
は、酪農家に対し、法の順守を指導するとともに、環境
負荷の少ない循環型農業の観点から、たい肥化の有効
利用を推進しています。また、たい肥の散布に当たって
は、臭気の拡散を防止するため、散布後は速やかに耕
起し、土壌と混和するよう指導しています。気象条件等
により、臭気が住宅地等にも流れることもありますが、
農業振興地域内での営農活動であるので、何卒ご理解
いただきますようお願いいたします。

Ｅ

当日 東三島 酪農経営

　本市では、生乳生産本州一とうたって盛ん
にPR等をしているようだが、牛にかなり負担
を強いているのではないか。生産量ではなく、
「質」で勝負するように方向性を変えた方が良
いのではないか。

　「量」から「質」へというご意見ですが、どのような酪農
経営が良いのかについては、今後検討してまいります。 Ｅ
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■建設部

1 四区町
道路の管
理
（草刈り）

　道路（市道や農道等）に隣接する土地の草
刈りは誰が行うべきなのか教えてほしい。

　道路隣地の草刈りや樹木の剪定につきましては、土
地所有者の管理になります。 F

2 下永田
道路のグ
リーンベル
トの設置

　下永田７丁目1056番地付近の市道（２丁目
と７丁目の境の道路）は交通量が多く、接続
する県道との交差点は直角ではなく角度がつ
いているために出入りしずらい状況になって
いる。また、通学路にもなっていることから、
グリーンベルトを設置してほしい。またそのや
り方を教えてほしい。

　ご要望の路線（市道下永田268号線）については通学
路であり、出入りしずらい状況であることを把握しており
ます。来年度以降、交通量が多い路線である市道大田
原街道線（踏切～旧４００号Y字路）のグリーンベルト設
置を複数年で整備を予定しています。当該路線は、その
後、整備時期等を検討したいと考えております。

B

当日 〃
道路のグ
リーンベル
トの設置

【再質問】
　先程の市道について、地区内の旧公民館
の場所にカラーコーンが１本設置されていて
交通の支障になっている。いつ頃撤去される
のか。

　詳しい場所を教えていただいて、現場を確認したい。 A

当日 〃
道路危険
個所の改
善

　清峰高校から大山小に続く道路の十字路で
は、特に朝は高校生の送迎の車の通行が大
変多い。道幅も狭くて危険なので、学校側に
その旨を呼び掛けていきたい。

　学校側がPTAと共に通学路の確認をし、危険と判断し
た箇所については、通学路交通安全推進会議（学校、
PTA、警察、国・県・市で構成）にて審議の対象となって
いるものと思います。

F

当日 三区町 空き家問題

　自分たちが住む地区でも空き家が増えてき
ている。空き家を管理している人も高齢化が
進んでおり、管理も徐々に難しくなってきてい
る。中には、空き家の敷地から隣接する敷地
に向かって木が伸びて危険な状態になってい
るものもある。なるべく自治会内で対処したい
が、件数が増えてくると手に負えない。市でも
対応を考えてほしい。

　昨年は１８０件程度の空き家に対する苦情等があり、
その中で市がすぐに現場を確認して持ち主に対して除
草等の対応を依頼したところ、約半数が対応していただ
いた。残りについては相続放棄等を理由になかなか対
応していただけないケースもあるが、一件一件粘り強く
対応していきたい。そのような中、特に問題なのは、倒
壊など周囲に対して危険性が高く、早急に対応の必要
性がある案件については、空き家対策審議会を開いて
特定空き家に認定し、法律に従い指導・勧告を行ったの
ち、それでも対応していただけない場合は、最終的には
代執行により市で取り壊し等の対応を行うことになりま
す。また、持ち主と連絡が取れ、取り壊ししか解決の方
法がない場合については、銀行の空き家取り壊し専用
のローンを紹介したり、様々な形で相談に応じていきま
す。昨年も敷地内の木から害虫が大量に発生したケー
スがあり、結局持ち主が見つからなかったため、市で原
因の木を伐採したということもあるので、何かあったら市
に相談してほしい。

B

当日 五軒町
登下校の
安全対策

　西那須野地区では通学路になっている道路
に歩道がないところが多い。子どもたちの安
全のために、狭い道路にもグリーンベルトを
設置してほしい。また、細い道路では車がす
れ違う際に子どもたちが歩く場所もなくなって
しまうので、時間帯による一方通行などの規
制も考えてもらいたい。

　狭い道路の対応について、一番良いのは拡幅して歩
道を設けることですが、用地買収などが関係するため、
早急に対応することができません。そうなると、次点で良
いのはグリーンベルトを設置して、歩道ができるまでの
間そのような形にしていくことで現在は対応しています。
一方通行については、交通規制となるため、市では行う
ことができません。公安委員会が交通規制を行っていま
すが、通学路交通安全推進会議に公安委員会も参加し
ているので、危険個所についてはその会議の中で審議
されているものと思います。

F
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当日 〃 〃

【再質問】
　用地買収等が関係するというが、道路拡幅
に関する用地買収は大変時間がかかるの
で、いつまでたっても道路は広がらない。子ど
もたちの安全確保は喫緊の問題なので、グ
リーンベルトの設置や警察とタイアップして交
通規制をするなど進めてほしい。また、塩原
街道の西那須野駅から三島小までの区間に
ある脇道については、場所により一方通行に
なっているところとそうでない所がある。市で
も現地をよく確認して対応を進めてほしい。

【副市長】
　よく現場を確認して対応してまいりたい。 E

当日 西三島
市道の補

修

　西那須野自治会長連絡協議会から市長に
対して、市道の補修に関する文書について、
平成２７年度から２９年度までの実績及び、３
０年度の実績と予定について、黒磯・西那須
野・塩原の各地区ごとに文書の開示を請求し
たい。また、市道を補修する際の基準や優先
順序を示す文書の開示も併せて請求したい。

【副市長】
　請求については、この懇談会終了後に担当まで提出
してほしい。なお、文書の開示については、情報公開条
例に基づき粛々と進めさせていただきます。

A

■教育部

1 四区町
登下校の
安全管理

　子どもたちの登下校時の安全確保は誰がど
のように行うべきか教えてほしい。（家の近く
でも心配）

　子どもたちの登下校の安全確保としまして、通学路交
通安全対策プログラムに基づき、道路管理者、警察等
関係機関と連携し、歩道や横断歩道の整備等ハード面
での安全確保に取り組んでおります。
　また、ソフト面での安全確保としましては、学校ボラン
ティア（スクールガード）等、地域の協力を得ながら登下
校の見守り活動等を行っております。
　いずれも、市や学校だけでできるものではないことか
ら、関係機関や地域と連携して取り組むべきものと考え
ております。

F

2 西三島

スクール
ガードボラ
ンティアの
活性化

　市内では登下校時の子どもの安全・安心を
確保するために、ボランティアによるスクール
ガードを実施していますが、高齢化による退
会が後を絶たず、運営が危ぶまれている。
　当自治会においても定期的にボランティア
を募集しているが芳しくないことから、元気な
高齢者の生きがい醸成と社会参加による健
康寿命の伸長を目的に、広報誌等で広く募集
をお願いしたい。

　学校安全ボランティア（スクールガード）の体制確保に
は、地域の協力が不可欠であると考えておりますが、各
地域により学校安全ボランティアの形態や構成等が異
なることから、効果的な周知や募集の方策について検
討してまいります。

E

当日 西三島
学校のエア
コン使用に
ついて

　各学校の教室にエアコンが設置されたが、
本日、三島小を訪れてみたら、窓が全開に
なっていた。せっかく設置されたエアコンをな
ぜ使用しないのか。エアコンを活用するよう学
校に言ってほしい。

【教育長】
　子供たちが使用している普通教室では、エアコンを稼
働させ、また南側の窓のカーテンを閉めて直射日光によ
る温度上昇を防ぐなどをして、授業を行っています。窓
が開いていたというのは、恐らく、授業が行われていな
い特別教室の窓を開けて、廊下などの風通しをよくして
いたものだと思います。今後もより適切な教育環境にな
るように取り組んでまいります。

F
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№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

当日 三区町
子どもの健
全育成

　平成２２年にとちぎの子ども育成憲章が制
定されたと思うが、昨年１０月に行われた、多
面的機能支払い交付金事業に取り組んでい
る県の説明会の時に、「とちぎの元気な子供
を育て隊」宣言についての呼びかけがあっ
た。私は二つの組織で子どもたちの育成に関
する活動をしているため、早速その二つの組
織で宣言を行った。宣言を行うと県に登録さ
れるのだが、登録団体が非常に少ない状況
です。ぜひ市としても県が策定したこども憲章
を振り返っていただき、未来を担う子どもたち
育成のため、自治会を含め多くの団体が宣言
を行うことで様々な活動ができることになると
思うので、宣言団体が増えるようにPR等も併
せてしてほしい。

【教育長】
　市では昨年度から地域と学校が連携し、地域全体で
子ども達を育てていこうという「地域学校協働本部事業」
を展開しています。これは中学校区を一つの単位として
実施しているもので、その事業と県が提唱している子ど
も子育てについては重なってくるところもありますので、
タイアップしながら事業を進めていくことも考えていま
す。県が進めている部分についても更に情報を収集し、
重なる部分については有効に活用していきながら、また
本市独自で進めていきたいところは積極的に情報発信
をしながら取り組んでいきたい。

E

■選挙管理委員会

1 石林
投票所の
新設

　平成３０年６月３０日に石林公民館の修繕・
増改築が終了するので、その際に石林公民
館で投票ができるように投票所を新設しても
らいたい。

【設置希望の理由】
①修繕・増改築で広くなり投票所が設置でき
るようになる。

②石林公民館を利用することで、住民の意識
が上がり投票率の向上に寄与できる。

③投票時、住民が顔を合わせるので、自治会
の存在を意識し、自治会に協力的になる。

④石林地区の中央にあるため人が集まりや
すく、広い駐車場もある。

⑤かつて、石林地区に投票所があった経緯
がある。

⑥新規分譲住宅地があり、今後人口が増え
る見込みがある。

　投票区域については、有権者数や面積、町境、地形
等を総合的に配慮して設定しております。特に、十分な
投票スペースや駐車場のほか、交通事情、集落等の地
域性といった様々な要素に配慮して、公共施設や自治
公民館を投票所に指定しております。
　投票区・投票所の見直しに当たっては、人口動態や地
域の実情などを考慮し、関係する地元の方々のご意見
を伺いながら検討してまいりたいと考えております。
　なお、公民館の修繕・増改築工事が完了しましたら、
一度現地を確認させていただきたいと考えております
が、現在の石林地区の人口規模では投票所の新設は
難しいと考えております。

Ｃ

当日 〃 〃

【再質問】
　回答で「現在の石林地区の人口規模では投
票所の新設は難しい」とあるが、もう少し具体
的に教えてほしい。

　現在、投票所は４４箇所あります。合併時には５７箇所
だったものを、西那須野地区は当時と同じ１４箇所、黒
磯地区は３２箇所を２５箇所に、塩原地区は１１箇所を５
箇所に統廃合しました。このような形で直近の選挙で
あった平成２９年１０月の衆議院選挙、当日有権者数が
９万７千人弱で、４４投票区で割ると、１投票区平均が
２，２０４人になります。西那須野地区の１４の投票所す
べてで、２～３千人規模となっており、合併以来、西那須
野地区を模倣して黒磯・塩原両地区の投票所の統廃合
を進めてきました。仮に今回の要望の通り新設をします
と新南、石林ともに２千人を下回る規模となります。黒磯
や塩原にはまだまだ当日有権者数の少ない投票所もあ
り、西那須野地区を理想として投票所の整備を進めて
いきます。

Ｆ
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■西那須野支所

1 石林
道路の補
修

　乃木神社脇の通学路（正面鳥居から静沼の
方に向かう道路）の道路わきに大きな切り株
があり、見通しが悪くて危険。この切り株を撤
去しようとすると道路にも影響が出るので簡
単に撤去ができない。何とか市で撤去しても
らいたい。

　撤去希望の切株は、民地から市道石林４５１号線に一
部出ております。現在、切株は１１０㎝程度の高さとなっ
ており、見通しが悪くなっている事から、所有者に切株を
低くする依頼と併せ、切株の前後にポストコーンを設置
し安全確保を行ないます。

A

2 西三島
カーブミ
ラーの管理

　西三島地内に限らず、カーブミラーおよび道
路標識の根元が犬の放尿により腐食してお
り、過去に倒壊して物損事故が発生した。
　当自治会では春の市民一斉美化運動時
に、カーブミラーの点検・清掃を実施している
が、行政でも点検を実施し、予防保全に努め
てほしい。

カーブミラーの点検については、日常巡回により状況
把握と共に引き続き予防保全に努めてまいります。 A

3 三区町
烏ヶ森公園
の桜並木

　烏ヶ森公園参道路（公園の西側）にある桜
並木の桜が老木化し、いつ枯れてもおかしく
ない状況。また桜が道路側にせり出している
ので車にぶつかる危険がある。今後計画的
に新しい桜を植えてほしい。

　市道三区町１２４号線の桜並木については、老木化並
びにせり出している桜について伐採を致します。また、
桜の植え替えについては、伐採後計画的に苗木の植樹
を行ってまいります。

A

当日 東三島 道路の補修

　東三島地区の公民館裏手の道路の一部が
窪んでいる。地権者の承諾も得て市に要望を
出したが２年たっても進展がない。砂利道を
通り越して、草が生い茂っているような道で、
雨が降ると通行できなくなってしまう。早急に
舗装してほしい。

　建設部、西那須野支所どちらでその要望を受けたの
か確認し、現地も確認した上で相談させていただきま
す。

C
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